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公共施設等のあり方に関する 

調査特別委員会会議録 

 

平成２２年１２月１７日（金） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １５：１５ 

○委員長 

 ただいまから公共施設等のあり方に関する調査特別委員会を開会いたします。 

「議案第１１１号 飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例」を議題といたしま

す。執行部の補足説明を求めます。 

○庄内支所総務課長 

 議案書の１ページをお願いいたします。議案第１１１号飯塚市支所及び出張所設置条例の一

部を改正する条例について補足説明をいたします。提案理由としましては、昭和３１年に建設

されました現在の庄内支所が老朽化に伴いまして、平成２３年４月１日に庄内支所別館に移転

することに伴いまして、飯塚市庄内支所の位置を変更するため本案を提出するものであります。

次のページの新旧対照表をお願いいたします。第２条の表中、１につきまして飯塚市綱分

８０２番地を飯塚市綱分８０２番地７に改めるものでございます。別紙の公の施設等の概要で

は、現在の庄内支所が第１行目、２行目が庄内支所別館を説明いたしております。２ページの

位置図によりましては、庄内支所別館と記しております斜線の建物に移転するものでございま

す。３ページでは、庄内支所別館の平面図を添付いたしております。以上、簡単でございます

が、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 まずですね、支所の職員の人員がいま何人なのか。来年度以降、何人になる予定なのかお尋

ねいたします。 

○行財政改革推進室主幹 

 現在の庄内支所の人員体制でございますが、課ごとの人数でございます。総務課が嘱託再任

用職員含めまして８名、市民環境課が６名、保健福祉課が５名、経済建設課が嘱託再任を含め

まして９名となっております。来年の組織につきましては、いま現在、全体的な組織とあわせ

まして調整をしているところでございます。 

○川上委員 

 じゃあ２８人ということですか、全体で。 

○行財政改革推進室主幹 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 来年度以降については検討をこれからするということのようですけれども、人数が増えるこ

とがありますか。 

○行財政改革推進室主幹 

 いま全体的な組織、支所も含めまして協議をしておりますが、いま現在の人数が増えるとい

う方向ではいっておりません。 

○川上委員 

 私は基本的な方向としては、これ以上の職員の削減は見直してですね、防災対策をはじめと

して住民サービスがきちんとやれるというような体制にする必要があると思うんですが、その

ためにふさわしい場所なのかということが大事だと思うんですが、施設の広さという点では現
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状と比べるとどうなりますか。 

○行財政改革推進室主幹 

 資料の公の施設等の概要ということで書いておりますけども、庄内支所のいま現在の庁舎で

ございますが、木造で延べ床面積が１，１２０平法メートル、それから庄内支所別館につきま

しては４４１平法メートルではございますが、庄内支所につきましては全体的に２階も合わせ

ましてですが、実質使っている面積としてはこの部分１，１２０という部分で、全体を使って

いるわけではございません。 

○川上委員 

 そうすると将来、先ほど私が申しましたように、体制を充実した場合でも工夫ができるとい

うようには思います。それから耐震の関係でいうと新しいところは心配がないですか。 

○行財政改革推進室主幹 

 庄内支所につきましては、先ほど提案２の説明をいたしましたが、昭和３１年の８月の建設

でございまして、木造ということで耐震の対応をいたしておりません。それから別館につきま

しては平成９年３月３１日の建設でございまして耐震の設備ということになっております。 

○川上委員 

 職員の働きやすさだとか、安全面があると思うんですが、職員の方が休憩時間に横になって

休めるような部屋が確保できていますか。 

○行財政改革推進室主幹 

 全体的には部屋が、いま構造がここに入った図面がございますけども、１階が２部屋、左右

に２部屋ございまして、それから奥に小さな部屋が１つございます。それから２階でございま

すけども、２階につきましては同じ、若干の形が違いますが、やはり左右に部屋がございます。

その奥に１つの部屋がございますけども、この小さな部屋の部分が活用できるのではないかと

考えておるところでございます。 

○川上委員 

 先ほどからずっと行革が答弁されていますけれども、職員組合との関係、話し合いはもう済

んでるんですか。 

○庄内支所総務課長 

 いまのところ職員組合との協議はなされておりません。 

○川上委員 

 順番ということもあるかもしれませんけれども、労働法制で規定された施設があるわけです

から、そういうことも含めてよく相談する必要があると思います。それから市民・住民の側か

ら考えた場合ですけれども、駐車場はどういうことになりますか。現状よりは確保しやすいん

ですか。 

○庄内支所総務課長 

 現在の駐車場は１９台ございます。うち車いすが対応が１台。移転しますで別館の駐車場に

つきましては２７台、うち車いすが６台でございます。 

○川上委員 

 バリアフリーはもうできてるでしょうね。 

○庄内支所総務課長 

 バリアフリーは整備されております。トイレにつきましても同じでございます。 

○川上委員 

 ここは２階がありますけれども、２階には何が課として置かれますか。 

○庄内支所総務課長 

 部屋数でございましょうか。２階は部屋数が大小合わせて２部屋。それとトイレがございま

す。エレベーターの設備はございません。 
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○川上委員 

 ２階には４課体制なんだけど、市民が行かないといけない課があるかということなんですけ

ども。 

○行財政改革推進室主幹 

 いま庄内支所は市民環境課、総務課、保健福祉課、経済建設課がございます。市民の方がか

なり利用されてる部分の保健福祉課、市民環境課につきましては１階、それから総務課につき

ましても１階、経済建設課は市民の方が全く出入りしないということではございませんが、こ

のいまの３課に比べましたら頻度が少ないということで、経済建設課を２階のほうでというこ

とでいまのところ考えております。 

○川上委員 

 エレベーターがないんですね。分かりました。それから移転費用はどの程度を見込んでおる

のか。 

○行財政改革推進室主幹 

 庄内庁舎移転に伴います各所改修工事ということで電話の新設、地上デジタル放送の対応、

それから事務室用カウンター、会計窓口用の区切り、そういったものすべて含めまして

２０１万円の予算を計上させていただいております。 

○庄内支所総務課長 

 それから防災無線の移転もございまして、防災無線の移転費用につきましては平成２３年度

の当初予算にあげております。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

○原田委員 

 大体もう質問は出ておりますけれども、ただ１点、いま移設しますと多分手狭ではなかろう

かと思うんですね。これについての改築とかそういった予定なり、計画なりはありませんか。 

○庄内支所総務課長 

 改築は特にはございません。銀行の会計窓口の部分を若干整備する程度でございます。 

○原田委員 

 現在の支所の状態を見ますと、大体カウンターがずらっと並んでまして非常に受付けしやす

いということになりますが、何も改築費用を見込んでないということになりますと各部屋に入

って行っての業務処理というか、受付けということになるわけですか。それともカウンターを

オープンで作り直すとかそういったことはないわけですか、いかがでしょうか。 

○庄内支所総務課長 

 各部屋にはカウンターを設ける予定といたしております。 

○原田委員 

 各部屋にカウンターは当然必要かと思うんです。入ったときに広い窓口みたいな形で、通常

役所関係はそんなふうになってるじゃないですか。普通のどこの民間企業の店舗でもそうなん

ですけども。そういった形はとられないということですか。 

○庄内支所総務課長 

 質問者の言われるとおりでございます。 

○原田委員 

 そのあたり耐震の関係とかもあるんでしょうけども、非常に難しいかなという理解はいたし

ておりますけど、ただ各部屋に入っていって、そこに確かにカウンターはあるでしょうけども、

やはり支所としての機能というか、そういったものが発揮できるのかなという気がするんです

ね。予算が当然無いということもあるんでしょう。しかしながら、やはり支所としての機能を

持たせるためには、何らかのそういった形も必要ではなかろうかと私は思うんですけども、全
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く計画ないわけですか。そこらへん検討されましたでしょうか。 

○行財政改革推進室主幹 

 先ほど予算の計上の問題もお話しましたけども、事務室用のカウンター、会計窓口用の区切

りパネル等を計上させていただいております。そういう形で、現在のところは市民の方には

オープンの窓口ということではありませんけども、入りましてこの図面見ていただくとわかり

ますように間口がかなり広いようになっておりますので、記載台等もそちらの方で置きまして、

できるだけその中で行いたいと考えているところでございます。 

○原田委員 

 今、今のところはとおっしゃいましたけどね、今のところと言われると、では将来変わるん

ですかということになるんですよ。変えるおつもりはないんでしょう。行革の一環でやってま

すから、もうこれ以上お金使うのはこらえてくださいと、各部屋に入ってやってくださいと、

あれ中に部屋の様子が全く見えないんですね、入ったホールから。部屋の様子が全く見えない

のに、どこに入っていいのかど、ただネームプレートだけが置いてあると、これはちょっとい

かがなものかなと思うんですよ。そこらへん何らかの対策なり、配慮なりが私は必要かなと思

います。例えばドアをガラスドアにするとかですよ、そういったことまである程度考えてです

ね、私は出していただきたいと思うんですよ。やはりそこまできちっと、もう少し丁寧に説明

いただく必要があるんではなかろうかと思います。駐車場の件ですけども、今支所の隣のＡＴ

Ｍ置いてありますね。あの横の駐車場は、そのまま利用ができるわけでしょうか、お尋ねしま

す。 

○行財政改革推進室主幹 

 隣の駐車場でございますけども、現在のとおりで利用をするということで考えております。 

○原田委員 

 支所の別館の方ですね、今度支所が移転する先ですけども、これはあくまでも駐車場という

のは少のうございます。その横に入れなくなってますよね、柵がしてあるところ、これも合わ

せ使うんですかね。そして、ＡＴＭの置いてあるとこ、別館の敷地内のやつは全部停められる

ってことですか。そしてＡＴＭも使えると、ちょっとそこだけもう一度確認させてください。 

○庄内支所総務課長 

 別館の部分につきましても来客用の駐車場、それと職員駐車場も１つにまとめる予定です。

ＡＴＭにつきましても、駐車場につきましても同様でございます。 

○原田委員 

 それから、これはいずれ住民説明会なりがなされろうかと思うんです。そういったときに、

きちんとした説明は当然必要になると思いますが、その後の、今のですね、支所のそのあとの

土地の利用については、当然質問が出てくるのかと思うんですよ、どんなふうになるのかとい

うのは。そういったことは、もう計画の中に入っておりますか。 

○行財政改革推進室主幹 

 地区の住民会議、質問されてます原田委員も入っていらっしゃいますけど、そこでも同じよ

うな質問をいただいております。ただ、この３１年に建った建物で水害は今年もありまして、

漏電ということで電算機も止まったということもございまして、早急にということで検討して

まいったところでございます。跡地につきましては、まだ今のところはどういう形で利活用と

するということはまだ決まっておりません。 

○原田委員 

 後利用については、今後のことでありましょうけどですね、住民説明会のときにはだいたい

の方向性くらいは出してですね、先ほど申しましたように支所の内部はこういった形できちん

と皆様方がわかりやすいようにきちんとやりますという丁寧な説明をひとつよろしくお願いし

たいと思います。 
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○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１１１号飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例案に賛成の立場か

ら討論を行います。現在の支所は、支所機能を果たす上で支障があり、また耐震化がされてい

ないなど住民、職員の安全にとっても問題があります。それで移転先については、不便さが付

きまといますけど、事態の緊急性という点から言えばやむを得ないと考えます。ただ、質疑の

過程で明らかになりましたように、バリアフリーの不十分さ、それから職員との協議がまだ不

充分のようですので検討いただくように要望したいし、さらに跡地については行革の名のもと

に安易に処分をされないように要望して討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論ありませんか。 

（ 討論なし ）討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１１号 飯塚市支所及

び出張所設置条例の一部を改正する条例」については原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１１５号 飯塚市穂波ふれあい会館条例を廃止する条例」及び「議案第

１２５号 財産の譲渡（飯塚市穂波ふれあい会館）」は関連がありますので一括議題といたし

ます。執行部の補足説明を求めます。 

○社会・障がい者福祉課長  

 議案第１１５号飯塚市穂波ふれあい会館条例を廃止する条例及び議案第１２５号財産の譲渡

について補足説明をいたします。議案書の２５ページをお願いいたします。議案第１１５号の

飯塚市穂波ふれあい会館条例を廃止する条例につきましては、平成２３年３月３１日をもって

施設を廃止するものでございます。続きまして、議案書の４２ページをお願いいたします。議

案第１２５号財産の譲渡につきましては、用途廃止した穂波ふれあい会館を社会福祉法人飯塚

市社会福祉協議会へ無償譲渡するものでございます。譲渡する財産及び譲渡する相手につきま

しては、議案書に記載のとおりとなっております。また施設の場所につきましては、４３ペー

ジの位置図のとおりとなっております。この穂波ふれあい会館につきましては、公共施設等の

あり方に関する第１次実施計画で平成２２年度までの指定期間満了後は、現在の指定管理者で

あります社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会と無償譲渡、土地につきましては無償貸、このこ

とについて協議を行い平成２１年度末までに見直しの方向を決定するということといたしてお

ります。このため平成２１年３月から社会福祉協議会等と協議を進めた結果、本年２月２６日

に開催されました社会福祉協議会の議決機関であります評議委員会で施設を無償譲渡を受ける

ことについて承認され、また市といたしましても公有財産調整委員会や公有財産有効利活用検

討委員会に諮りまして、了承を受けましたので本案を提出いたしております。なお、施設の用

地等につきましては、飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条第１項の規定

による無償貸付を、また施設に付随する物品備品等につきましては、同条例第６条第１項の規

定により無償譲渡、いわゆる譲与することといたしております。以上、簡単ですけど補足説明

を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 
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 現在、このふれあい会館はどういうふうに利用されておるのか、お尋ねをします。 

○川上委員 

 現在の施設は、地域住民の交流、地域福祉の向上を目的に施設の利用が図られております。

内容につきましては、ボランティア団体等に対する貸館業務が主な業務となっております。 

○川上委員 

 １階に何部屋あって、指定管理者はどれくらい部屋を使ってて、それから２階には何部屋あ

って、何部屋が貸室対象になっておると、それからその利用状況はどうかというふうにお答え

いただければと思います。 

○委員長 

 川上委員、４４ページに平面図がついております。それを参考にしてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 先ほど説明がありましたとおり、配置図につきましては議案の４４ページにつけております。

現在、社会福祉協議会が１階のところで使っておりますのが、ここで言います上の配置図、

１階の下の段の３つほど部屋がありますけど、ここで主に業務を行っております。横に、右上

の方に相談室がありますけど、ここをボランティア団体等が使われているという状況で、２階

部分につきましては主に大ホール、大きな方の部屋ですけど、ここを貸館業務で主に使ってお

ります。利用状況につきましては、２１年度決算になりますけど年間延べ約３８３件、１階の

相談室が１０６件、２階の方の大会議数が２７７件となっております。 

○川上委員 

 それによる収入はどれぐらいありますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 使用料といたしましては減免規定等もありますけれど、料金収入としては２１年度決算で

６万７８８０円となっております。 

○川上委員 

 指定管理料も含めた維持管理にかかる費用はどれぐらいですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 現在ふれあい会館のほうに市の方から財政支出しておりますのは指定管理料となっておりま

す。指定管理料が３３５万１千円となっております。 

○川上委員 

 ここの穂波ふれあい会館は約１億円６千万円かけて建てられてるんですね。当初の、土地は

町有地だったんでしょうけど、当初の設置目的は何だったんでしょうか。 

○社会障がい者福祉課長 

 設置に伴う条例の整備、穂波町時代にも行われておりますけど、基本的には今の条例と同じ

ように地域住民相互の交流及び福祉の向上を図るため当施設を設置するというようになってお

ります。 

○川上委員 

 設置当初から社会福祉協議会が事務所をここに持っていたんでしょ。それはなぜですか、ど

ういう約束でどういう―使用料を払うとか払わないとかも含めて、どういう位置づけで、どう

いう約束で入っておったのかね、おたずねします。 

○社会障がい者福祉課長 

 穂波町時代の話になりますけど建設当時、旧穂波町と旧穂波の社会福協議会の間でこの建設

費に対して協議が行われ、覚書が交わされております。その中で、建設費の一部として建設費

負担金を３千万円、それから備品関係の整備費の７００万円を旧穂波町の社会福祉協議会が旧

穂波町の方へ寄附するという形でそれが実施されています。また、穂波町ふれあい会館の時代

になりますけど、運営管理業務の委託契約が結ばれましてこれに基づき施設を設置した当時か
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ら旧穂波町の社会福祉協議会が中に入ったというような経緯と聞いております。 

○川上委員 

 当時、穂波の社会福祉協議会には町の方から補助金が出ていましたか。 

○社会障がい者福祉課長 

 手元の方に社協に対する補助金の資料がありませんのでお答えすることができません。 

○川上委員 

 その当時社会福祉協議会が基金と言うか、その積立てのお金があったと思うんだけどそれは

総額ではどれぐらいだったかわかりますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 合併の時に各社会福祉協議会の留保資金の合算された資料がありますけど、残念ながら今手

元に持ってきておりませんので、御了承お願いいたします。 

○川上委員 

 そうすると建設費が約１億６千万円なんですが、備品関係も含んでいるかも知れませんが、

社協が３７００万円を寄付したと、それでその折に社協はいつまでここの事務所を使うことが

できるということになってるんですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 当時の委託契約書では、いわゆる自動的に、中身が変わらない場合は自動的に更新するとい

うような取り決め事項になっております。 

○川上委員 

 自動的に更新すると書いているんですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 契約期間につきましては、委託の契約書につきましては平成９年３月３１日までとするとい

う期日の規定があり、前項の規定期間満了前３０日までに双方において何ら意志の表示をしな

いときはこの契約は同一の条件をもってさらに１年間更新すると、それ以降も同様の扱いとす

ると、いうような記載内容になっております。 

○川上委員 

 そうしたら事実上はどういうことになるかというと町有地に町がですね１億２０００万ぐら

いお金を出して、社協のお金を出してそして社協のための施設をつくったということになりま

せんか。事実上は。 

○社会障がい者福祉課長 

 先ほど御答弁いたしましたとおり設置の目的が地域住民の相互の交流というようなことの町

の目的を持って設置されておりますので、その業務を、穂波町時代、特に社会福祉協議会と穂

波町が一体的に地域福祉に取り組んでいたというような経緯もありましてそのようなことから

社会福祉協議会がこの施設に入ったと、そういうふうに考えております。 

○川上委員 

 私は、地域福祉のために国や地方政治の舞台でなかなか制度が進まない。厚い手だてができ

ないという状況のときからね、全国的にも社会福祉協議会が果たしてきた役割というのは大き

なものがあったと思うんですね。その社会福祉協議会を自治体が支え続けたというのは当たり

前だと思うんですよ。そのことと、財産の問題できちんとけじめをつけるというか、筋を通し

ていくというのは別の問題であってね、きちんとこうした中で支えていく、協力関係を結んで

いくというのは重要だと思うんですけど、ふれあい会館ができて以降ですね、町のＯＢが社会

福祉協議会に再就職でどのくらい行ってますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 今の御質問の件につきましては、ちょっと今把握しておりませんのでご了承願いいたします。 

○川上委員 
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 こういう状況の中で合併後ですね。指定管理者制度を導入されていくわけでしょ、そしてこ

の指定管理者は、これは選考があったんですか。それとも社会福祉協議会、合理的理由がある

場合はというただし書き条項使ったんですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 御質問の指定管理者導入のときの件で公募によるものかいわゆる公募しないやり方によった

ものかというのは現在資料持って来ておりませんので、ちょっと明確にお答えすることができ

ません。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １０：４１ 

再 開 １０：５７ 

 委員会を再開いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 ご質問の件につきましては、指定管理者の公募によらない選定となっております。 

○川上委員 

 それをする条例のただし書きがあったと思いますけれども、そういうふうにした理由をお尋

ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 旧穂波町の指定管理者の指定の手続に関する条例の第２条に、合理的な理由がある場合は公

募によらないことという但し書きが書いてあります。当時の事蹟でこの理由に当てはまるとこ

ろでは、穂波町ふれあい会館は地域住民相互の交流及び福祉の向上を目的とした施設であり、

現在管理委託している社会福祉協議会が公共性はもとより、在宅介護支援センター運営事業等

を当間で町から委託を受けて行っており、また地域福祉活動事業等を行うなど穂波町の福祉事

業促進に大きく貢献しているということが主な理由となっております。 

○川上委員 

 それからしますともともと指定管理者制度をこの施設に適用するほうが馴染まなかったんで

はないかというように思います。確認しました。先ほど穂波社会福祉協議会の補助金について

は、財政課のほうで答弁ができるようですので答弁を求めます。 

○委員長 

 質問の趣旨がよくわからないようですからもう一度質問してください。 

○川上委員 

 先ほど社会福祉協議会に補助金が出ておるのかというふうにお尋ねしましたら、資料がない

のでわからないということだったけども、財政のほうでわかるということのようですので答弁

を求めたいと思います。 

○財務部長 

 穂波の分がどのくらいかということでは、手持ちの資料ではわかりませんが合併してからの

全体の分でございますが、平成１８年が２５００万円、１９年、２０年が２２５０万円、

２１年が４千万円、２２年度は５千万円という形で社会福祉協議会への交付金を支出しており

ます。 

○川上委員 

 いまの額は飯塚市社会福祉協議会全体に対するものですね。ちょっと寄り道しますけど、

２２５０万円から４千万円に平成２１年度増えてますね。これはどういう理由ですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 現在の飯塚市社会福祉協議会に対します市の補助金につきましては、合併後、社会福祉協議

会が平成１９年度だと思いますけど約１億２千万円近い赤字が出ております。１つの理由とい
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たしましては、内部留保資金が約７億８千万円、８億円近いお金があったために市の補助金を

一部削減した、それからまだ余剰人員を非常に抱えていたという理由もありまして、このため

市と社会福祉協議会がトップ的な会談の中で、行財政改革についてそれ以来協議を進めてきて

おります。その主な概要といたしましては、基本的には平成２５年度に収支バランスをとると

いうことで、赤字の約７割を社協が自主努力をする、残りの３割を市が補てんを行うという形

で現在毎年度財政シミュレーションを行いながら、補助金のあり方の額について決定をしてま

いっております。その中で現在徐々に補助金がふえてきておりますけど、現在の赤字を最終的

には平成２５年度にゼロにするということで、その時点の内部留保資金のあり方についても全

国社協の経営指針に基づいて運営事業費の約３分の１程度を内部留保資金として抑えるという

ようなことで今協議を進めて、年次計画で財政運営の改善について進めてきた結果によるもの

でございます。 

○川上委員 

 本市は幹部職員が退職後ですね、再就職として社協にもいっていただいてるようですけれど

も、そこでですね、譲渡条件です、穂波の、譲渡条件はどういうふうになっていますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 ふれあい会館につきましては飯塚市社会福祉協議会へ無償譲渡をするというようなことで計

画されております。譲渡につきましては用途の指定を行わないというような内容で、方向性と

してはそういう形をとっておりますけど、現時点におきまして社会福祉協議会と協議をしてい

るのは現在の市民サービスをできるだけ継続してもらいたいということで貸館業務等について

も引き続き、基本的には行ってもらうことで今協議をいたしております。 

○川上委員 

 用途指定をしないということが契約書に書き込んであるんですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 用途指定をしないということは公共施設のあり方に関する第一次実施計画の方向性として無

償譲渡というような表現をいたしております。この譲渡というのがいわゆる用途指定をしない

というような意味を持っているものでございます。 

○川上委員 

 契約書結んでいるんでしょ。まだですか。それで、話し合いの中で用途指定を市はしません

よと自由にお使いくださいというふうに、もう向こうに伝えてるんですね。そうなんですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 市としては今言いましたように無償譲渡というような形をとりますけど今後も地域福祉増進

のために引き続き同じ、今の状態というか管理運営状況を継続することで貸館を利用されてお

ります利用団体等とも協議を図りながら社協と協議を進めてきております。その結果、現在大

体行われてる事業を継続するということで社協の御了承を得ております。 

○川上委員 

 社協としてはなかなか苦しい条件じゃないかと思うんだけど、しかしその土地がありますよ

ね、土地は公有地というか、市有地でしょ。市有地を無償貸与するんですね。市有地の無償貸

与の場合の条件がなんかないんですか。何にでもお使いくださいってことで、市有地は無償で

貸与できますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 土地につきましては、条例事項により貸し付けする予定といたしておりますが、飯塚市の財

産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の第４条の規定の中で、普通財産は次のいずれかに

該当する場合は、無償または時価より低い価格で貸し付けを行うことができるの中の第１号の

規定で、国または公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業に用いる場合には無

償で貸し付けすることができるとなっておりますので、これにより無償貸し付けをしたいと考
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えております。 

○川上委員 

 そうすると、その説明は社協の方にはされていますか。だから何にでも使えるというわけで

はないんですよと、土地がそうだったら上の建物で行う行為も同じことになるでしょう、その

説明はきちんとされていますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 この施設の譲渡につきましては２年近く、社協とプロジェクトチームを組んで協議をしてき

ております。社協の方針といたしましても現在の施設のあり方、目的等を継続するということ

で、そうしなければならないというような立場でお話をしてもらっておりますので、その点に

ついては現在の状況が継続されると、また、最終的には譲渡契約書あたりにはその点を明記し

て社協の方に譲渡したいと、そのように考えております。 

○川上委員 

 そこで譲渡をされたとしますでしょ、そうすると社会福祉協議会が何らかの理由でこの建物

を第三者に売りたいという場合はどういうことになりますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 現在、社協のほうと協議を行っております、まだ原案でございますけど、無償譲渡契約書の

中に本物件については譲渡ならびに質権、抵当権及び借地権賃借権の設定その他一切の処分を

してはならない、また登記行っていけないというような規定を入れ込んでおります。 

○川上委員 

 そこで、社会福祉協議会は、社会福祉協議会のほうからあなた方にこれをもらいたいと言っ

たんですか、それともあなた方がもらってくださいと言ったんですか。ただで、あなた方は、

最初からただの提案だったんですか。その辺をお尋ねいたします。 

○社会障がい者福祉課長 

 ふれあい会館の無償譲渡につきましては、先ほどもご説明しましたとおり公共施設のあり方

に関する第一次実施計画に基づき計画策定以来、社会福祉協議会と協議を進めてきております。

したがいましてこの契約書に定める内容で協議を進めておりますので市の方から提案をしたと

いうような形になっております。 

○川上委員 

 社協の方から無償譲渡を求めたのではなくて市の方から無償であげたいと、大体今のとおり

使ってくれということなんですね。そうすると社会福祉協議会はもらって―今のままでもいい

わけでしょ、社会福祉協議会は。社会福祉横協議会にとってのメリットは何ですか。その今の

ままと、その譲渡を受けた場合と。 

○社会障がい者福祉課長 

 メリットデメリット等につきましては、特にデメリットの意見は特にあっておりませんけど、

基本的には社会福祉協議会が社会福祉協議会の決定により施設を利用することができると、詳

細については条例等で縛られてる面が、いわゆるいろんな面で自由に使えるというようなメリ

ットはあると思いますけど基本的にはメリットデメリットということについては社会福祉協議

会の方からはお話はあっておりません。 

○川上委員 

 社会福祉協議会は、なぜそんな面倒くさいことをね、あなた方の提案に、めんどくさいこと

というと失礼ですけど、現状でもよいことをね、財産をもらうということをね、合意してるん

でしょうか。 

○社会障がい者福祉課長 

 合意といいますか、もともとの協議の過程がいわゆる公共施設の見直しの一環としてこうい

うふうに施設を整理すると、その根底には非常に厳しい財政状況や今後見込まれる非常に厳し
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い、将来にわたる財政状況を踏まえて公共施設を整理する必要があるという中で、ふれあい会

館については基本的には廃止を行うというような方向で、ぜひそのあと方社協の方で管理運営

を行っていただきたいというような形で最初説明をいたしております。社協につきましても、

その点につきましてはある程度ご了承を得ておりますし、逆に感謝されている理事の方もいら

っしゃっております。 

○川上委員 

 ではですね、何度か話合いをされたと言われましたけど、その話の当事者はどなたですか。 

○社会障がい者福祉課長 

 最初は協議を開始したのが、うちの方の課、部長を含めて、相手の方は事務局長の方にお話

をいたしております。そのあと先ほど言いましたように、市の担当職、また、社会協議会の方

も担当課長で作業チームをつくりましていろんな面で協議を行った結果、そのような形になっ

てきております。 

○川上委員 

 あなた方は公共施設等のあり方に関する基本計画、それから実施計画、そういう中で社協に

何度も相談してると思うんだけど、相談したものは穂波ふれあい会館だけでないでしょう。他

にはどういうのがありますか。 

○社会障がい者福祉課長 

 現在の市の公共施設のあり方に関する第一次実施計画に対しまして社協と協議を進めるに当

たり、大体四班に分けてグループを作っています。内容的には、個別に言います、と筑穂の保

健福祉総合センター、それから特別養護老人ホーム桜の園、筑穂の高齢者生活支援センター、

筑穂の老人福祉センター、大分の児童館、穂波のふれあい会館、頴田の高齢者福祉センター、

頴田の老人の家これが実施計画の方で社協の関係で上がっておりますのでこの関係について見

直しの方向性、それから指定管理期間、検討にかかわる論点の整理それから事務レベルの検討

会のスタッフのメンバー、それからいつまでに一応の方向性を出すというようなことを目標設

定いたしまして協議をいたしております。 

○川上委員 

 どうしてこういうことを聞くかというと、この穂波ふれあい会館の譲渡問題がこの公共施設

等のあり方に関する基本方向と、全体と、いま８ついわれましたけどそのようになってるから

なんですよ。抜き差しならない事情があると思うんですね。それで、もともと飯塚市の社協は

合併前からですね、その他の社会福祉協議会には見られない特徴あるんですよ。施設を抱えて

るんです。これも皆さんから勉強させていただいたんだけど、例えば伊川の里これは外部団体

からの補助金で助成金でつくるということで旧飯塚市が直接地方公共団体としては母体にはな

らないということで、社協に頼んでというふうに言ってましたけど、頼んで社協が母体になっ

てるわけです。社協は大変苦しんだんですね、これで。で、住民の人は住民は福祉の向上で喜

ばれたんだけど。それで合併してみたら、今度は特養ですかというようなことで、社協として

は大変苦しいというお話を聞きました。そういう状況の中で、残存価格が１億１６００万円残

っているとは言ってもね、別にもらってもうれしくないだろうと思いますよ。売るわけじゃな

いんだから。ここで何か営業してね、いま以上に社協として収入が増えてそれを住民の福祉に

還元できるということでもないから、社協としては何が残るかというと、事務量の増大しか残

らないだろうと思うんですよね。どのくらいの増大になるか分かりません。だからそういう観

点から見ると、市がこういう残存価格あるものを社協に無償でやりますと、いろいろこれから

も友好関係は続けていく、サポートもしていきましょうということかもしれないけども、実際

には穂波町から社協が市民の税金で建物を建ててもらって、そこをずっと使い続けてきていた

ものを、もうこの際いいことはないけれども押しつけられて、で事務量は増えると。そういう

のが他でもあるという状況じゃないかと思うんですよ。じゃあ、そのかわり何か社協にいいこ
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とがあるのかと。ほとんどないだろうと思います。あなた方が今後、来年度以降の予算編成や

人事異動の関係で浮き彫りになるかもしれないけども、市から再就職で幹部が行くとか、その

分の人件費の増減があるかもしれないけども、その分は補助金で見ようとかね、仮にもあって

はならんというふうに思うんですね。それで、協議の経過、穂波ふれあい館だけ協議をしてい

ないと思うので、この８つの施設の協議の全体像というのを説明していただけませんか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 いま言われます協議の全体像ということにつきましては、うちの課が所管してない施設もご

ざいますので、はっきりしたことは言うことが難しい面がありますけど、現在社協のほうとお

話をしている限りでは、基本的にはそれぞれの施設をこのあり方に関する実施計画に定める方

向で進めると、協議を進めるということについては合意をしていただいております。合意とい

うか、了解をしていただいております。それに対する問題点とかそれに関する経費とか、そう

いうものの現在詳細な面を担当者レベルで協議を進めておりますけど、基本的には計画に定め

る方向で協議を進めると、それをいつまでに方向性を決定するというようなこと、また検討に

関わるような論点の整理などを行いながら、現在実施計画の実現に向けて協議を進めているよ

うな状況でございます。 

○川上委員 

 いま聞いたのは、８つの施設全体についてどういう話し合いをしてきたのか、協議したのか、

大くくりな話を聞きたかったんだけども、社会・障がい者福祉課長のほうではその答弁は無理

ということですので、副市長のほうでどういう協議をしてきたか、ご承知のことがあれば、全

体像で答弁を求めます。 

○社会・障がい者福祉課長 

 いま申しましたのは先ほど言いましたように、事務レベルで協議をいま詰めている段階です

ので、部長あたりには報告いたしておりますけど、まだ副市長、市長あたりには内容の結果、

経緯等について報告をまだいたしておりません。ただ論点といたしましては、それぞれの項目

に対して整理をいたしております。修繕の問題、備品の問題、委譲を受けた後の管理のコスト

の問題、それから市の経費助成内容や金額の問題、そういうことについて現在協議を進めてお

り、これについては今度定めております財政シミュレーションの中でも平成２５年度までに整

理されるふれあい会館を含めまして社協に移されるような経費を含めて財政シミュレーション

を行って、健全な財政運営を図っていきたいと、そういうことで社協とも協議を進めていると

ころです。 

○川上委員 

 何かよくわからない。社協がきょうは穂波ふれあい会館のことだけ話し合いましょうと、で

桜の園は明日ですと、頴田の高齢者福祉施設はまたあさってと切り離して話すはずはないんで

すよ。だから社協は一体皆さんからいろんな提案をね、次々に持ち込まれて大変困ってるはず

なんですよ。困ってるんですよ。もうしたくないんですよ、こういうことは。現状で精一杯な

んですよ。しかし、あなた方が市の方針だとか何とかとか言ってね、補助金ももらってる立場

から弱いでしょう。しかも幹部も来てるんだから。つらいですよ。だから、そこのところの姿

をきょうしゃべってもらいたいと。先ほど保健福祉部長には報告しておるってことなんで、保

健福祉部長は少なくとも全体像は把握されているでしょう。その全体像を明らかにしてもらう

と、この穂波ふれあい会館の２つの議案について賛否がより深く検討できると思うんですね。

だから、部長に答弁を求めます。 

○保健福祉部長 

 公共施設につきましては実施計画に基づきまして、それぞれ施設ごとに社協との協議を進め

ているところでございますが、現状において合意に達したといいましょうか、という所はござ

いませんで、それぞれの言い分というのがございますので、またその内容につきまして、今こ
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こでその経過的に市はどう言って社協がどう言ってというようなことは申し上げられませんの

で、ご了承よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 その申し上げられませんというのはどういう意味ですか。資料がないから申し上げることが

できない、答弁できないということですか。それとも社協との話し合いなので当委員会の場で

明らかにできんという意味ですか。どちらですか。 

○保健福祉部長 

 現状、いま交渉中でございますので、その交渉中のことにつきましては申しわけございませ

んが、答弁は差し控えさせていただきたいと考えております。 

○川上委員 

 じゃあ議案撤回したらいいですよ。議案撤回するんだったら、答弁しなくてもいいと思いま

すよ、私は。議案出してるじゃないですか。議案の審査をしてるんですよ。どういう協議をし

てきたのかなぜ答えられないんですか。答えられないなら撤回したらどうですか。筋でしょう

も。ここで明らかにできないようなことが何かあるんですか。筑豊労災病院と頴田病院、それ

から愛生苑の合併後の処理について、齊藤市長は当初こういったんですよ。地域医療振興協会

に相談しましたと、３点セットで。そしたら労災病院については頑張れるけど、残る２つにつ

いては地元の医療機関で頑張ってもらいたいと、そういう返事がありましたと。それで私はホ

テルニューオータニで麻生泰さんと２人で会って頼んだと言ったんですよ。ところが１年もし

ないうちに議会の場で地域医療振興協会は３つともOKですという返事があったと。ところがそ

の後に麻生から２つOKという返事が来ましたというんですよ。あまり関係ない話かもしれんけ

ど、そういうようなことで議会にいろんな議案出してるのに、しゃべれないとかないでしょう。

あなたから副市長には行ってないんでしょ、副市長には。だったらあなたが答弁するしかない

んですよ。明らかにしてください。 

○保健福祉部長 

 いま上程しております穂波ふれあい会館条例につきましては、答弁させていただきたいと思

います。穂波ふれあい会館につきましては先ほどもご説明・・・（ 「穂波ふれあい会館のこ

とだけを聞いたわけではない」という声あり ） 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：２８ 

再 開 １１：３０ 

委員会を再開いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 公共施設のあり方に関する第１次実施計画に基づきまして、社協に関する８つの施設をそれ

ぞれ４つの班に分けまして、施設ごとに協議をしております。基本的には先ほども言いました

ように、それぞれの施設の実施に当たりまして問題になる点を社教とうちの職員が対等な立場

でいろんな協議を行っております。その中であり方を決定していく時期がそれぞれずれており

ますが、早いものから決定していくということで、この穂波ふれあい会館につきましては一応

今年度末をもって指定管理期間が終わりますので、来年度からもう無償譲渡ということで急ぐ

状態にありましたので、特に内容を濃くして協議を進めてきております。いろんな検討に関す

る論点というのが、コストの問題とか福祉活動拠点施設としての機能の整理とか、貸館業務を

どうするのかとか、閉館日、時間外の対応を貸館業務をどのようにするのかというようなこと

についていろんな議論を行って、それに基づいて結果が一応出ましたので、基本的には今の施

設のあり方を継続するということで、ボランティア団体とも協議を行って、協議がまとまって

おります。その結果、社協の理事会のほうに諮りまして、最高の議決機関である評議委員会で
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ご了承を得たということで、社協のほうも了解を得たというふうに我々も考えております。そ

の他の施設につきましては７つありますけど、それぞれ課題を設けて現在も協議をしておりま

すので、一緒にまとめてやってるというような状況ではありません。１施設ごとに担当者が集

まって協議を進めている状況となっております。 

○川上委員 

 こういう重大な問題が、担当課長は部長には報告書してるけど、副市長に報告してないと、

副市長は今市長職務代理者ですから、こういうことを報告受けないで議案を提出したんですか。 

○副市長 

 回答になるかわかりませんけど、一般的に第１次実施計画のときのことは十分私も承知して

おりますし、それに基づいて事務を進めてるだろうと。そしてご存知のように質問者も一番理

解してあると思いますが、飯塚市が社会福祉協議会を抜きにして、この存在をなくして飯塚市

全体の福祉行政ができるわけがない。ですから、今こういう問題については、個々にやってる

だろうなということは、もちろん直接の報告はなくても十分わかっております。そして、これ

について先ず話がついたんだなということで、私も了解をしておりますし、全体については先

ほど担当が説明しましたように、向こうの方とこちらの方と事務的には詰めて居ると思うんで

すよね。先ほど当初に答弁を担当者しておりましたが、平成２５年に社協の財政的な問題もと

いうことで、これはおおいに行政も関わっていっておる話ですので、その中で補助金を渡して

るからなんもかも飯塚市の本体の方が、変な話ですけど、押し付けて何もかもやれということ

は、当然無茶な話ですのでこれをむこうにお願いしたときにどれくらいの費用がかかる、では

これについて市がどこまで負担しましょうという形を当然今後も続けていかなければいけない

し、社協をそのことによってなくすということは絶対にできないわけですから、健全な社協の

運営と市のその辺の全体のお願いする形をトータルでやっぱり判断しながら、一つ一つ詰めて

いく必要があるというふうには当然思っております。ですから、補助金を出しているから市の

方が一方的に押し付けているのではという懸念を多分質問者もってあるかもわかりませんけど、

そういうことは決してありませんということだけ、私の方から答弁させていただきたいと思っ

ております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１１５号及び議案第１２５号に反対の立場で討論します。反対理由の第１は市の

中身のない、実効性のない行財政改革方針を優先して住民福祉にプラスになるという確信のな

い議案だからであります。２点目は、議会にも住民にも十分な説明がないまま急いでおるとい

うことで、きわめて不透明というふうに思うものであります。以上２点の理由で反対いたしま

す。 

○委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。議案中、「議案第１１５号 飯塚市穂波ふれあい

会館条例を廃止する条例」について原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手 賛成多数 ） 

賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１２５号 財産の譲渡（飯塚市穂波ふれあい会館）」については、原案通り

可決することに賛成の委員は挙手願います。 
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（ 挙手 賛成多数 ） 

賛成多数。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１１６号 飯塚市忠隈住民センター条例を廃止する条例」を議題といたしま

す。執行部の補足説明を求めます。 

○社会・障がい者福祉課長 

 議案第１１６号飯塚市忠隈住民センター条例を廃止する条例について補足説明をいたします。

議案書の２６ページをお願いいたします。飯塚市忠隈住民センター条例を廃止する条例につき

ましては、平成２３年３月３１日をもって飯塚市忠隈住民センターを廃止するものでございま

す。忠隈住民センターにつきましては、公共施設のあり方に関する第１次実施計画の見直しの

方向といたしまして、平成２２年度の指定期間満了後は施設を廃止し地元に無償移譲、土地に

ついては無償貸与する。また地元が移譲希望しない場合は、平成２１年度末までに施設のあり

方を再度検討することとし、また見直しにあたって考慮すべき事項といたしまして、移譲する

ことによって削減される経費の一部を財政支援する仕組みについて検討するということが必要

であるというふうにいたしております。このようなことから、地元の各自治会長等と協議を進

めた結果、地元の方が移譲を希望されないため施設のあり方について検討を進めた結果、見直

しの方向の地元の福祉団体であります楽市校区東社会福祉協議会に無償で貸し付け、その運営

に対し削減される経費の一部から財政支援することについて協議を進めることとしております。

そのようなことで協議を進めた結果、地元の各自治会長、楽市校区東社協及び関係各課と協議

検討を進め、本年９月２５日に開催されました楽市校区東社協の評議員会で、また本年１０月

３０日に開催いたしました地元説明会で参加されました方から了承を得ましたので、市の機関

とする公有財産調整委員会及び公有財産有効利活用検討委員会に提案し承認され、今回議案を

提案いたしております。なお施設及び用地の無償貸与につきましては、飯塚市財産の交換譲与

無償貸付等に関する条例第４条第１号の規定による無償貸し付けを、また施設に付随する物品

備品等につきましては同条例第７条第１項の規定により無償貸し付けすることといたしており

ます。なお平成２３年度以降の施設の運営方法及び施設の位置につきましては、お手元の方に

配布しております資料の４ページと５ページに掲載いたしております。内容の説明につきまし

ては省略をさせていただきます。以上、簡単ですが補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 経過は、かなり詳しく述べられました。それで、忠隈住民センターの今の利用状況をなんで

すが、利用人数だとかお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 利用人員といたしましては、大体１日平均で浴場の関係になりますけど、５０人から６０人

程度の方が利用されております。ただ、地域の方も高齢化が進んでおり、利用状況といたしま

しては毎年１割から５％程度減少しているのが現状となっております。 

○川上委員 

 この５０人から６０人の方は、なぜここを利用しているんですか。自宅に風呂があって利用

している。自宅に風呂がなくて利用しておるという場合もあるでしょう。なぜ、ここを利用さ

れてるんでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この施設の利用にあたりましては、今質問者言われますように自宅にお風呂がない方が地域

にいらっしゃいます。これは、もともとこの施設が炭鉱の共同浴場を旧穂波町が譲り受け、施

設をつくったという経緯もありまして、自宅に今も尚お風呂がない世帯がございます。１回そ

れにつきましては地元の方と協議いたしまして、施設を利用される方にアンケート調査等を行
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いましたけど、なかなか明確に自宅にお風呂がないということをやっぱり調査するのは難しい

というような自治会長からの意見もありまして、いろんな項目の中でそれを含めて調査いたし

ましたけど、だいたい推定も入りまして２０世帯程度がお風呂がない世帯があるんではないか

というように今推測をいたしております。全体といたしましては、先ほど言いましたように

５０人から６０人の方が利用され、１世帯１．５人平均としても３０人の方、施設を利用され

ている半分程度の方が自宅にお風呂がないか、お風呂を沸かされていない、そのような方が含

まれているというように判断いたしております。 

○川上委員 

 残る方は自宅に風呂があると、けれどもここにお見えということなんですね。それはどうし

てだと思われますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 御質問の件につきましては、この施設が地域のいわゆるコミュニティーの場となっておりま

す。高齢者の方が多く、昼間ここに来てお風呂に入られる方、または皆さんでいろいろお話を

される方、いろいろいらっしゃいます。それらのことから、ここが自治会長の方からも言われ

ておりますけど、地域のシンボルというようなことで利用されている方が多いと考えておりま

す。 

○川上委員 

 私は当初ですね、狭くとらえて忠隈住民センターは公衆浴場がある、炭鉱時代からの公衆浴

場が今ながらに残っておるところと思っておったんですが、今答弁がありましたようにシンボ

ルと言われましたけど、地域のまちづくりのを重要な核施設なんですね。だから、住民福祉、

広い意味での住民福祉になるわけですけれども、そういう意味では絶対になくしてはならない

と思うんですね。代わるものが無い以上ですね。そういう点で、なかなか難しい行革方針が出

てる中で努力されてることは認めたいと思うんですが、楽市校区東社会福祉協議会という団体

はどういう団体か、お尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 御質問の楽市校区東社会福祉協議会は、各地域で草の根的に地域福祉活動に取り組まれてお

ります,いわゆるよく校区社協とか地区社協とかで言われている任意の団体で現在市内２０地

区に設立されております地域福祉ネットワーク委員会の活動母体などとしてよく御活躍をされ

ている団体でございます。組織の構成といたしましては、忠隈住民センターの利用者のほとん

どが住んでおられます地元の９つの自治会、忠隈１区、２区、浦田泉町、宮下町、北区及び忠

営、忠営２区、忠営３区の各自治会の会長及び役員の方及び地区の民生委員さん、福祉委員さ

んあるいは食生活改善推進員、ボランティア団体代表者などから構成されている団体です。主

な活動といたしましては高齢者を対象とした各種講座やイベントの開催、また折り紙教室等の

サークル活動をこのセンターで実施されている団体でございます。 

○川上委員 

 いつ発足したのか、事務局というか事務所はどこか、お尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 校区社協は作られた日にちというのは手元に資料がなく、ちょっとわかりませんが、事務所

といたしましては楽市校区東社会福祉協議会の規約の中で、事務所を飯塚市社会福祉協議会穂

波支所に事務所を置くというように定められております。 

○川上委員 

 この団体にこの忠隈住民センターを任せて大丈夫という判断は、何を根拠にそういう判断を

されたんですか。 

○社会・障がい者福祉課者福祉課長 

 先ほども補足説明の中で申しましたとおり、最初は自治会のほうに何とか、例えば任意の団
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体をつくって、組合をつくっていただいて管理運用をしていただけないかとかいう協議から入

っております。ただ最初からそれに関しては事実上困難というようなことで、そのことについ

ては非常に難しいということで断念して、先ほど言いましたように他の団体のほうに運営をし

ていただく団体がないかということで、その後協議をしておりましたが、社会福祉協議会のほ

うから飯塚市の社会福祉協議会ですけど、そのほうから楽市校区東社協のほうに相談をしては

どうかというようなアドバイス的なことをいただきまして、実際お会いして協議をしたら、協

議を受けてもいいというようなことで、それからお話しを開始しております。この校区社協が

この施設を運営をすることについては、いろんな方法をとって、例えば専門的な部分について

は業者のほうに委託をするとか、経理については飯塚市の社会福祉協議会、またはいろんな発

注する修繕契約とか保守点検契約については飯塚市のほうにノウハウがありますので、こうい

うような知識も提供しながらバックアップをして、決して校区社協だけに一任するというよう

なことは実質上考えておりません。運営母体としてはそういうことになりますけど、今後も市

と飯塚市社協と運営母体である校区社協が具体的にこの施設を運営していきたいと、そのよう

なことから、今回廃止の議案を提案させていただいております。 

○川上委員 

 飯塚市社協とこのことについても話し合いをしたということが分かりましたけれども、いま

のお話を聞いておりますと、楽市校区東社会福祉協議会がこれに責任を持つということはでき

ないという答弁だったと思うんですよ。飯塚市と飯塚市社会福祉協議会が責任を持つかたちで

しょう。そうであればね、こういう議案を出す必要はないんじゃないかなと思うんですけど。 

○社会・障がい者福祉課者福祉課長 

 そういうふうに語弊があったら、申し訳ございませんでした。基本的にはこの運営母体であ

る地区社協のほうが責任を持って運営していく。責任といいますか、権限を持って運営してお

いていただくということで、そのいま言われます責任問題についても議論の中でいろいろ協議

をいたしております。その中でもし何かあった場合は保険をどうするのかとか、そういうよう

なことをいろいろ整理しまして基本的には運営母体をこの校区社協として自主運営をしていた

だくと。そのバックアップとして、やはり初めてのことですので、いろいろフォローする点が

ございますので、今後も市と飯塚市の社会福祉協議会が一緒になって支えていくというような

ことといたしております。 

○川上委員 

 利用者も相当な高齢であること、それから運営母体になろうとしているところも高齢の方が

中心なって、そういうことを考えると私の考え方とその市の認識で一致してるところもあるん

ですよね。どこが一致してるかというと、この施設は失うことができないという点で一致して

いるでしょう。ところが責任の持ち方についてね、私は従前から当委員会で意見を申してます

けれども、一致しない。あなた方は市の中身のない行財政改革にしがみついて、その中で工夫

して残そうとしてるわけですね。こういうやり方じゃなくてね、財政的には全然効果がないで

しょう、当面のことで言えば。こういうことに市の大事な幹部がエネルギーをこの何年も費や

してきたわけですよ。こういう行革に縛られている限りは、この住民センターがあなた方が提

案しているような方向になったとしても住民福祉の中心的な役割を果たすと言うにはならない

んじゃないかと思うんだけど、どう思われますか。 

○社会・障がい者福祉課者福祉課長 

 ご質問というか、ご指摘の件につきましては公の施設のあり方に関する第１次実施計画これ

そのものが行財政改革に基づく取り組みでございますので、それについては担当課といたしま

しても実施に向けて進めていく必要があると考えて検討して今まできております。ただいま言

われますように、その中でもこの施設が地域住民の方と一体的な施設となっているというよう

な特殊な面がございますので、地域の方とざっくばらんに協議をしながらですね、今後どうし
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たらいいのかというのをいろいろ協議をしてきました。公共施設として居れば、例えば朝９時

からとか開ける必要がありますけど、実際午前中ほとんど利用者がいらっしゃらない。そうい

うものを整理しながらですね、地元で基本的には地元の利用状況に応じて開設をしていただく

というようなことで、この施設をより有効的に効率的な活用ができるんではないかということ

で取り組んできておりますので、その辺についてはご理解をお願いしたいと思っております。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は、議案第１１６号飯塚市忠隈住民センター条例を廃止する条例案に反対します。このセ

ンター、浴場の存続のための住民の皆さんと担当課の努力は認めるものの、合併時に住民サー

ビスを後退させないと、負担は大きくしないという名のもとに、穂波の住民の皆さんは不安は

ありつつも合併になったわけですね。そういう当初から分かっておったことなんだけど、相当

手を入れなければ母体となり得ない団体にこの施設を任せていくというのは無理があると思い

ます。根本的には市の責任放棄、しかも行財政改革にとってはほとんど財政効果も見られない

ということがありますので、反対です。 

○委員長 

 他に討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１６号 飯塚市忠隈住民センター条例

を廃止する条例」について原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手 賛成多数 ） 

賛成多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第１１８号 飯塚市頴田高齢者福祉センター条例及び飯塚市頴田老人憩いの家条

例を廃止する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○高齢者支援課長 

 議案第１１８号飯塚市頴田高齢者福祉センター条例及び飯塚市頴田老人憩いの家条例を廃止

する条例の補足説明をいたします。議案書２９ページをお願いいたします。頴田高齢者福祉セ

ンターは平成２年９月に、頴田老人憩いの家は昭和４７年６月にそれぞれ開設されたもので、

所在地は配付資料の６ページ及び７ページとなっております。両施設は飯塚市公共施設のあり

方に関する第１次実施計画におきまして、頴田高齢者福祉センターは現行どおり高齢者の健康、

生きがい、交流づくりの機能を継続しながら地域コミュニティ団体に貸与し、頴田老人憩いの

家は老朽化が著しいため、平成２２年度で廃止することとなっておりました。このようなこと

から昨年６月、頴田地区まちづくり協議会の幹事会に頴田高齢者福祉センターと憩いの家のあ

り方の方向性を報告し、ことしの４月以降まちづくり協議会と頴田地区社会福祉協議会とで頴

田高齢者福祉センターの運営について協議を行い、９月に頴田高齢者福祉センターの運営をま

ちづくり協議会が受けていただくことの同意を得ることができました。また利用者の方につき

ましても、第１次実施計画の方向性の説明会を開催しご理解をいただいております。このよう

なことから公共施設のあり方に関する第１次実施計画に示すとおり高齢者福祉センター及び頴

田老人憩いの家は公の施設しては平成２３年３月３１日をもって廃止し、頴田高齢者福祉セン

ターは普通財産としてまちづくり協議会に貸与するため条例を廃止しようとするものです。以

上、簡単ではありますが補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 



１９ 

○川上委員 

 この２つの施設は今どういうふうに利用されているか、説明してください。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：００ 

再 開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。答弁を求めます。 

○高齢者支援課長 

 頴田高齢者福祉センターの利用はほとんどが個人利用でありますが、利用の方法としまして

は、高齢者の生きがいと健康づくりを図ることとあわせまして、浴場利用がされております。

老人憩いの家はレクレーション及び相互親睦のため利用され、老人クラブ、飯塚市身体障害者

福祉協会頴田支部、民謡頴田サークル、カラオケ教室、香月会などの団体が利用されておりま

す。 

○川上委員 

 今回廃止する理由はどうなっておるのかお尋ねします。 

○高齢者支援課長 

 廃止する理由といいますか、第１次実施計画に基づきまして頴田高齢者福祉センターにつき

ましては、地域コミュニティ団体、頴田まちづくり協議会のほうで運営をお任せするというこ

とで条例を廃止するものであります。 

○川上委員 

 もとはといえば、支出を削りたいということなんですね。住民サービス向上のためというわ

けではないんですね。どうなんですか。 

○高齢者支援課長 

 行革の一環として見直し行っております。また移譲することによりまして、運営につきまし

てはまちづくり協議会とのお話の中でできる限りのサービスを提供されてといお話をいただい

ております。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：０３ 

再 開 １３：０３ 

委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 本来、行財政改革は無駄を削って住民福祉の向上のために資力を投入していくということだ

と思うんだけど、逆の方向を向いてるんですね。それにしても今度の措置によって、財政縮減

効果はどの程度と見込んでおられるかお尋ねいたします。 

○高齢者支援課長 

 財政運営につきまして、協議会のほうと要望等の協議をしておりますが、財政縮減といたし

ましては、５００万円から６００万円程度と見込んでおります。 

○川上委員 

 それで今度の措置によって大事な住民サービスの拠点の施設は従来と比べて安定的に運営さ

れるというふうに思いますか。それとも不安定になると思われますか。 

○高齢者支援課長 

 まちづくり協議会や頴田地区の社会福祉協議会が、この福祉センターを中心として地域のま

ちづくりへの取り組みをしていきたいというご意見をいただいております。 

○川上委員 
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 答弁がありませんでしたけど、不安定になるのは当たり前なんですね。資料にも５年ごとに

再度見直しを行うと書いているわけですから不安定になるんですね。それで頴田まちづくり協

議会はどういうふうに構成されて、いつどういうふうに構成された団体かお尋ねします。 

○高齢者支援課長 

 頴田まちづくり協議会は、平成８年９月１日に設立をされた団体で現在のまちづくり協議会

は住みよい町、暮らしよい町を目指した頴田地区のまちづくりを推進することを目的として、

頴田自治公民館館長連絡協議会、頴田支所課長会、および頴田公民館長で現在組織されており

ます。 

○川上委員 

 このまちづくり協議会とあなた方は、いつからどういうような話し合いを続けて、この議案

提出にまで至ったのか、お尋ねします。 

○高齢者支援課長 

 このまちづくり協議会のほうに、冒頭説明いたしました６月にこの方向性を報告いたしまし

た。その後市民活動推進課がしますまちづくり協議会のあり方と、現在のまちづくり協議会の

あり方をどのような整合性をとるかということで、昨年１年間、私どもも一緒に出席をいたし

まして数回その会合に出席いたしましてその方向性が大体決まりましたことしの４月以降、

１２回この福祉センターの運営に関することのお願いについての協議を行っております。 

○川上委員 

 頴田町まちづくり協議会、平成８年の発足ということなんですが、協議会側としてはこの施

設を運営するということについては、どういう位置づけになるんでしょうか。 

○高齢者支援課長 

 頴田まちづくり協議会には４つの部門が設けられておりまして、この高齢者福祉センターは

保健福祉の専門部として高齢者、障がい者、健康づくりに関することで取り組まれるというこ

とになっております。そのために頴田地区社会福祉協議会が今年度中にまちづくり協議会に参

加をされるということになっております。 

○川上委員 

 私はの平成の大合併については国が財政的にも厳しいということを第１の動機として押しつ

けた合併だと思います。本市の発足もそれが底流に流れていることはもう間違いがないことだ

と思うんですね。本市発足当時、在任特例ということで議員が住民の利益を代表して頑張るん

だという措置をとりましたけども、実はその折に地区の評議会、そういう自治的機能を持つ組

織をつくることもできたわけなんですね。そういう道を本市はとらなかったんですね。こうし

た中で頴田で平成８年から出発しておったまちづくり協議会が、お話を聞いておりますと発展

して今日に至っておるというのは非常に大事なことではないかと。今後の本市の住民自治だと

か、地域福祉を向上させていくという点で言えば非常に大事な経験になっていると思います。

そこそこの旧自治体によって歴史も違うし、条件は違うんだけども他のまちにも、あるいは他

の旧自治体にとっても参考になることがたくさんあろうかと私は思います。しかしながら、こ

ういう施設を市がお金を削るから受け取ってくれと、何とかしてくれというやり方はそういう

まちづくり協議会の真っすぐな発展にとって重荷になるんではないかと。やっぱり公的な施設

については、市がきちんと責任を負って、そして地域の福祉、それから住民自治的な要素を持

つ団体はそのもとで安心して活動していただきたいというのが、本市が目指すまちづくりの方

向であるべきじゃないかと思うんですよね。田中副市長はどんなふうに思われますか。 

○保健福祉部長 

 公の施設につきましては、実施計画等をつくりまして、これは財政再建の行財政改革の一環

で実施したわけでございますけれども、頴田高齢者福祉センターにつきましては平成２２年度

をもって廃止して２３年度以降につきましては、地域のコミュニティ団体に貸与するという方
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針で示されております。担当部署といたしましては、これにつきまして実施計画に基づいて実

施したいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 本市が合併して行財政改革を打ち出したとき、本市の借金の残高は６００数十億円だったと

思うんですね。現在というか、１２月補正によって年度末の残高は５０９億円なんですよね。

しかしながら、地方交付税の中に占める、おそらくは借金返しの分がふえているようなことも

あって、本市財政を圧迫しているのはもう過去のそういう借金によって圧迫されていることは

間違いがないわけですけれども、それからいうと合併から５年が経つわけですけども、住民の

皆さんのほうが、自分たちのまちは自分たちで守っていこうという創意とか工夫とかファイト

があって、それに対して、市の今やっている行財政改革最優先の施設のあり方論というほうが、

非常に狭い貧弱なものになっているんじゃないのか。そういうふうに思うんですね。ですから

ここまで積み上げてきたということはありますけども、そもそも行革のほうがごり押しするや

り方のほうがおかしいんじゃないかというふうに思います。これは意見にしておきます。 

○瀬戸委員 

 さきほど頴田まちづくり協議会の構成メンバー等を言われておりましたけど、これを資料、

それと規約、この協議会の規約等がありましたら資料として出していただきますでしょか。委

員長のほうでお取り計らいをよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま瀬戸委員から要求のあっております資料は提出できま

すか。 

○高齢者支援課長 

 現在のまちづくり協議会規約は手元にありますので提出できますが、新まちづくり協議会を

いま規約の草案を検討されておりますので、提出できるものは現在のまちづくり協議会の規約

ということになります。構成メンバーにつきましては、規約のほうに書いてありますのでよろ

しいでしょうか。 

○委員長 

 提出ができるのね。現時点の資料ですよね。瀬戸委員、現状の規約ということでよろしいで

すか。お諮りいたします。ただいま瀬戸委員から要求がありました資料については要求するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。資料は即できますか、ど

れぐらいかかる。 

○高齢者支援課長 

 １０分程度お時間をいただけますでしょうか。 

○委員長 

 わかりました、では資料を用意してください。瀬戸議員が要求した資料ができるまでの間、

ほかに質疑のある方。 

○瀬戸委員 

 この高齢者福祉センターは、今まで何人体制でやられて、市の職員はどういう形でかかわっ

たのか、それをお知らせください。 

○高齢者支援課長 

 頴田高齢者福祉センターは、社会福祉協議会への指定管理ということで運営を行っており、

指定管理での人員は３名の職員の方をローテーションで運営にあたっておりました。また所管

課としましては、高齢者支援課総務係で係長が事業担当課とのことで兼務で事務のほうにあた

っております。 
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○瀬戸委員 

 今回２３年度以降の運営には、頴田のまちづくり協議会の方から何名の方がそこの職務にあ

たられるか、わかりますか。 

○高齢者支援課長 

 配布させていただきました資料の中で、利用時間を９時から１６時３０分ということでの

ローテーションを考えまして、まちづくり協議会の方との協議、現段階では３名程度の方を確

保してローテーションでの運営ができないかというふうに精査中でございます。 

○瀬戸委員 

 この備考のところの一番下に、市が支援する額は管理規程に基づく管理運営により生じる経

費から収入等を差引いた額とし清算方式とすると書いてありますよね。この中で３名の方の給

与が入館料等で出なかった場合、これは市の方が負担を全部するということですか。 

○高齢者支援課長 

 市が行います財政支援は、まずこの入館料を差し引きます、頴田高齢者福祉センターの管理

運営に要しました費用から、この利用料を控除した額を財政支援することになっております。

この３名の方につきましては、ボランティア謝金という形で財政支援の中で措置することとし

ております。 

○瀬戸委員 

 これは給与が発生しないということ。 

○高齢者支援課長 

 給与という言葉になりませんが、謝金という形でまちづくり協議会から支出をさせていただ

く、給与的な対価という支出をさせていただきます。 

○委員長 

 瀬戸委員、謝金という意味はわかる。 

○瀬戸委員 

 謝金がわかりませんので、ちょっと教えてください。 

○高齢者支援課長 

 通常賃金とか給与とかいう形になるんですが、まちづくり協議会との雇用関係とかがなかな

か難しゅうございますので、その支出の方法としましてはボランティアとして来ていただく方

には謝金という形で、謝礼金という形で支払をさせていただきたいと思います。 

○瀬戸委員 

 いわゆるその謝礼金もこの市が入館料なんかで賄えない場合は、市の方がその謝礼金まで入

ったところで補助をするということなんですね。今社会福祉協議会がやってあって３名以前お

られたということで、今回また３名の方が従事されると。これは、その３名いないと運用でき

ないぐらいの経営運営形態といいますかね、それはそのくらいの人数がどうしても必要なのか

どうか、わかったら教えてください。 

○高齢者支援課長 

 先ほど言いましたとおり、ローテーション制をとります。ぎちぎちの人数でいきますと、例

えば休みがとれないとかいったことがありますので、時間をＡ勤、Ｂ勤、Ｃ勤というようなか

たちでローテーションをとりたいというふう考えております。 

○瀬戸委員 

 ちょっと戻りますが、頴田まちづくり協議会の本来の目的をもう一度ちょっとお知らせくだ

さい。 

○高齢者支援課長 

 まちづくり協議会は、住み良いまち、暮らし良いまちを目指した頴田地区のまちづくりを推

進することを目的として設立された団体であります。 
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○瀬戸委員 

 いわゆる今飯塚市全域にですね、まちづくり協議会をつくっていくということで運んでると

思うんですね。今頴田と筑穂町と鎮西かどっかできてますかね。今から１２くらいつくってい

くという話だったと思うんですが、本来まちづくり協議会が運営ができる、運営とか協議会自

体のですよ、運営ができる、例えばそれに各自治会が入ってきてると思うんですけどね、これ

は前回言ってるんですけど自治会自体が凄く疲弊している。お金の問題でですね、独居老人が

ふえて、そして賄えないというような、そういうことで福祉センターのことをちょっと外れる

かもしれませんけど、運営していけるだけの全体的にですね、頴田町の自治会の方がたくさん

今構成メンバーの中に入ってあると思うんですけどね、そこが少しでもそのプラスになる、運

営していけるようなね、形になればいいんですけど、先ほど川上委員もちょっと言われたと思

いますが、これがかえって重荷になるようなことがあってはいけないと思うんですが、そのよ

うな心配は全くありませんか。 

○高齢者支援課長 

 まちづくり協議会の方にこの運営をご提案しましたときに、まちづくり協議会の地域での福

祉活動等の取り組みの活動の拠点として利用したいと、まちづくり協議会を発展させたいとい

う意欲をお示ししていただいております。 

○瀬戸委員 

 その気持ちはわかるんですけどね、自主的に運営をしていって市の方はその差引いた金額だ

け出しますよということで、赤字になるようなことはないと思うんですが、それが少しでもプ

ラスになってまちづくり協議会自体に、強いて言えばそれに参加された各自治体、頴田町の自

治体ですね、自治会活動を盛んにされるようにね、何かプラスになっていくというようなこと

があればいいと思うんですけど、かえってこれをまかせたばかりに負担になって重荷になるば

かりだということでは何にもならないと思いますので、そのへんはよく考えて協議会の方と話

し合って、なるべくそういうふうに今私が言ったような形になるようにね、せっかくおまかせ

するのだったら、そういう形で、他のところも先ほどありましたよね、そういうところも一緒

だと思いますけど、そういう形で進めていただきたいと思いますので、これはよろしくお願い

を申し上げて要望しときます。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

○安藤委員 

 何点か質問させていただきます。頴田の高齢者福祉センターなんですけれども、こちらはま

ちづくり協議会に運営を任せるというところなんですけれども、他の施設を見るとまちづくり

協議会に運営をまかせるというのは頴田だけだと思うんですけど、それを社会福祉協議会とか

じゃなくってこのまちづくり協議会にお任せしようとしたいきさつといいますか、そこらへん

はどういうことがあってなんでしょうか。 

○高齢者支援課長 

 他の施設では確かに社協とかいうことがございましたが、この頴田地区が先例的にまちづく

り協議会という部分が先駆的にはございましたので、行政と地域がまちづくりができる組織と

いうことで、この頴田地区におきましてはまちづくり協議会にお願いしたという経過がござい

ます。 

○安藤委員 

 今までは地区社協も絡みながら運営されていたということですよね。違いますかね。では、

そこらへんをちょっと。 

○高齢者支援課長 

 高齢者福祉センターは、指定管理で飯塚市社会福祉協議会が運営にあたっておられました。
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そういったことで、地区社会福祉協議会の方がいろんな御相談ということでセンターの方を利

用されていたということであります。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：２５ 

再 開 １３：２９ 

委員会を再開いたします。 

○安藤委員 

 先ほどの続きっていうことでよろしいでしょうか。単純に考えると、前の段階では市の地区

社協も絡んでいたというところで、相談しながらというところだったんですけれども、そうい

うことでいうと、そこに単純に譲ったほうがその運営としてはスムーズにいったんじゃないの

かなという思う反面と、頴田はそのまちづくり協議会というのがあって、そういう新しい取り

組みとして今後市の施政としてですね、そういうまちづくり協議会、その地域の方に譲ってい

くというような形をやっぱ目指しているというところにもなるわけですかね。 

○高齢者支援課長 

 実施計画ではこの管理運営を行うに当たりまして、地域コミュニティ団体にお願いするとい

うことになりますので、まず飯塚市社会福祉協議会は地域コミュニティというふうにはなりま

せんので外れます。現在のまちづくり協議会には地区社協の方が加入されてないということで

ございましたので、ことし４月以降の協議の中で、頴田地区社会福祉協議会がまちづくり協議

会へ加入していって、福祉部門を担うというようなお話をさせていただいております。 

○安藤委員 

 それで今後なんですね。これから飯塚市全体を見ていく時に、今このまちづくり協議会とい

うのを全体でつくり上げようとしてるわけですけれども、それが本当に前に進んで行ってない

というのが現状だと思うんです。何で進んで行ってないのかっていうと、たぶん歴史とか、そ

れぞれの今までの母体といいますか、運営の仕方も違ったりとかいうところで、それで進んで

行っていないと思うんで。いまされようとしていることは、ちょっと外れるかもしれないです

けれども、そのまちづくり協議会をひとつの飯塚スタイルじゃないですけれども、それに決め

てしまおうとしてるところにちょっと問題があるんじゃないのかなと、私は思ってるんですね。

どっちかというと、今までの歴史をこう生かしながらそれぞれのまちづくり協議会を、ひとつ

１本のこういった形でなきゃだめだよっていうところじゃなくて、出発点もちょっと考えても

らってもいいのかなというふうに思ったりしてます。これは私の意見なんですけれども。それ

と、その他のところに書いてありますけれども、「大規模な修繕は実施せず」というところが

ございますけれども、この大規模な修繕っていうのはどこらへんを想定してのことなんでしょ

うか。 

○高齢者支援課長 

 施設の管理運営に支障を及ぼすようなものを想定しておりますが、例えば今後ボイラーが故

障する、高齢者福祉センターの建造物が危険な状態になるとか、そういった状態を考えており

ます。この大規模なという部分につきましては、運営先でありますまちづくり協議会とは協議

を今後もさせていただきたいと思います。 

○安藤委員 

 それじゃ、その小規模な修繕という部分でいうとそこは市のほうでやっていただくというこ

とになるわけですか。 

○高齢者支援課長 

 小規模な修繕につきましては、市のほうが責任を持って修繕を行ってまいります。 

○安藤委員 
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 今後、先を見据えたときにですね、じゃあこの施設がどこまで続いていくのかなというのは

もう本当に危惧するところでありますし、この第１次実施計画の中にも書いてありますけれど

も、コミュニティバス等の運営の運行を考えながらというところもあります。実際ボイラーが

壊れた時期もありまして、そのときには庄内のほうまでバスを走らせていただいたということ

もありますんで、そういうところもこれからコミュニティバスもしっかり考えていかないとい

けないんですけれども、そこらへんも含めながらですね、しっかりと考えていただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

○瀬戸委員 

 今いただいた資料で、ちょっと教えていただきたいことが数点あります。まず頴田のこうい

う自治会の組織はどうなってるかは、私は存じ上げませんけど、頴田自治公民館長連絡協議会、

これはどういうもんでしょうか。自治会とまた違うものなんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：３５ 

再 開 １３：３５ 

委員会を再開いたします。答弁保留という形で、すみません、ちょっと資料がないみたいで

すから、瀬戸委員、答弁を保留させます。委員会はこのまま続行させていただきます。他の質

問がある方は質問をどうぞ。 

○瀬戸委員 

 それと、この頴田まちづくり協議会の規約を見させていただいてるんですが、いま安藤委員

にも言われておりましたように、各飯塚市内でまちづくり協議会を立ち上げていくということ

になっています。この中にですね、役所の方は課長会が入っていると。そして監事は頴田支所

総務課長、頴田支所市民環境課長及び頴田公民館長がなってありますね。これは今後まちづく

り協議会というのは各市町村、いわゆる立ち上げる自治会単位だと思うんですけどね、公民館

単位だったですかね、二瀬公民館とか１２地区。全てにそこの支所とか公民館の役所の職員さ

んがこういうふうに全部入ってくるんですか。何のために入ってあるのか、ちょっとわからん

けど。分かったら教えてください。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：３６ 

再 開 １３：３７ 

委員会を再開いたします。他に質疑はありませんか。 

○原田委員 

 先ほどの課長の答弁の中で、「施設の存続にかかわるような大規模な修繕は実施せず、その

場合は施設を廃止する」というのは結構往々にして出てきてるんですね、今。ということは、

意味を別な意味から読みかえますと、ボイラーが壊れたらもうとにかくこれはやめますよと。

今回まではボイラーを修理するけど、ということなんですね。もう結局どう読んだって、そう

いうことじゃないですか。ということでしょ。要するに、もう投げ渡してこれで終わるよと。

結局、住民の会議といいますか、この協議会もですよ、それでひとつご勘弁ください、納得し

てくださいで、これ理解したんじゃなくて納得させたんじゃないんですか。私はそういうやり

方が今ずっとちょこちょこ出ているような気がしましてね、非常に気になってるんですが、そ

の辺いかがですか。 

○高齢者支援課長 
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 この大規模修繕の定義につきましては、協議会のほうと検討、協議をさせていただきますが、

昨年たまたまボイラーの保険がございましたけど、協議会のほうとしましては頴田高齢者福祉

センターはそれが主たる目的でございませんので、例えばボイラーが壊れて浴場が利用できな

くなったとしても、貸館業務としての機能を有しておりますので、そういった状況でまちづく

り協議会が継続を希望されるのであれば、この大規模修繕には入らないのではないかというふ

うには考えます。 

○原田委員 

 一番最後の大事なところがごにょごにょと終わったんですけど、結局何ですか。大規模修繕

が入った場合、例えば、もう端的に言います。またボイラーが壊れた場合もうやっぱだめです

よということなんですか。最後ごにょごにょとなったんで分からなかったんですけど。 

○保健福祉部長 

 大規模修繕ということにつきましては例えばもう家が使われなくなるとか、もしくは言われ

ましたようにボイラーがもう修繕も効かない、全部やりかえないといかんといったときには、

申しわけありませんけれどもここでその機能は廃止させていただきたいと考えております。 

○原田委員 

 ですから、これは市からの行革という名前のいわゆる切り捨てなんですよ、これ。今回まで

はまだ勘弁して修理してやるよと、でもそれで壊れたり金がかかるときはもう手を引かせても

らいますって。私がこれをきれいに書いたら、こちらのほうが分かりやすいと思うんですね。

そういうことなんでしょう。ただそれは、要するに協議会の中で本当に理解していただいたの

か、それとも市のほうがもう何とかひとつご理解くださいと、ご勘弁くださいでお願いに回っ

てこんなふうに納得させられたのか。そこらへんきちんとしたご意見なり、何か意見集みたい

ものは出てないんですか、どういった意見が出てたとか。普通そこらへんもう少し細やかにで

すね、こういった意見も出ておりました、しかしながらこういったご理解もいただいておりま

すというふうに、もう少し丁寧に私はやっていただきたいなと思うんですよ。ちょっとそこら

辺ありましたらお願いしたいと思います。 

○高齢者支援課長 

 この大規模修繕につきましては、協議をさせていただく中で押しつけということではなく協

議会とのお話をする中で大規模な場合、そのとき協議しますが、廃止もやむを得ないというご

理解はいただいております。 

○原田委員 

 基本的には住民の皆さんが納得していただければ委員会としても言うことはありませんけど、

ただその手段として納得していただくのといかにして納得させるかというのは違いますのでで

すね。いろんなこと書いてありますけどね、それなりの何か、その場合は施設を廃止するだの

何だの書いてありますけど、要するに今度が最後よということじゃないですか、これ。だから、

言い回しはきれいなんですけども、言っていることは非常に残酷なことでございましてね。今

から特にどんどん高齢化を迎えていくわけですよ。どんなふうになっていくかも分からない。

浴場がなければ、例えばそこに来られる方もまた減るんじゃないでしょうか。そうしますと、

その施設自体の存続というのが何のための目的かということにも、目的意識が薄れてくるので

はなかろうかとも思うわけです。住民の方々のご理解をいただいているということであれば、

もうこれ以上申しませんけど。ただ手法としましてね、そういう協議会をつくってご理解をい

ただきました、そういう手法でもってすべて取り壊し、行革の対象にするというのはね、私は

ある程度危険性があるのではなかろうかなと、まあひとつ警告ということでですね、こういっ

た意見もあったというふうに刻んでいただきたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 
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休 憩 １３：４４ 

再 開 １３：５９ 

 委員会を再開いたします。 

○市民活動推進課長 

 ２つのご質問がございましたので、要求の資料をお付けしております。準備が遅れて申し訳

ありません。まず順序が前後しますけれども、規約のほうの第４条に頴田自治公民館長連絡会

ということがありまして、その自治館長会とどこが違うのかということでございますが、自治

会長と同じものでございます。そのようにご理解いただきたいと思っております。それをこの

まちづくり協議会を作っていくうえで平成２３年度いま規約の改正も含めて見直しを進めてい

るところでございます。もう１点目の名簿の中に市の職員が入っているということでございま

して、これは合併前から旧町の管理職を中心にその地域と一緒になってまちづくりを進めてお

りました。そこも非常にいままで歴史がありまして、良いところではございましたが、今度

２３年からはそれをはずしまして、新たに市民の皆さんで自主的に作っていっていただこうと

いうことでございます。それを市の職員が側面から応援していくということでやってまいりた

いと思っております。 

○瀬戸委員 

 よく分かりましたか。これ４条のですね、頴田支所の課長会といえば任意団体であろうと思

うんで、これはいいのかなと思ったんですが、第６条のほうも名指しで何課の課長とありまし

たので、これはちょっとおかしいんじゃないかなという気がしました。それであとはですね、

第１４条協議会の経費は、別に定める負担金及びその他収入をもって充てると。これは別に定

める負担金及びその他収入ってのはどういうものなんですか。 

○市民活動推進課長 

 これは広い範囲のものを指してると思いますけど、私が存じている範囲ではバザーの収入そ

ういうものが入ってるんじゃないかというふうに考えております。負担金はちょっと確かめて

おりません。少し時間をいただきたい。 

○瀬戸委員 

 市の方から出す負担金とかそういう意味じゃないですよね。 

○市民活動推進課長 

 市からの、いわゆる補助金ではございません。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します、討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１１８号について反対の立場から討論を行います。高齢者福祉センターについて

は地元のまちづくり協議会に任せると、それから老人憩いの家は廃止するということのようで

す。それでプラスマイナスを考慮すると、わずかなお金を削るため住民犠牲の行財政改革を押

しつけたものだと思います。地域になくてはならない住民福祉のセンターを守りたいという住

民の皆さんの熱意と比べて、まちづくり協議会と市の関係も含めて、市の考え方は余りに安易

であって今後住民サービスを不安定にするものであり賛成することができません。討論を終わ

ります。 

○委員長 

 ほかに討論ありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１８号 飯塚市頴田高齢者福祉セン
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ター条例および飯塚市頴田老人憩いの家条例を廃止する条例」について、原案のとおり可決す

ることに賛成の委員は挙手願います。 

（挙手・賛成多数） 

賛成多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１２１号 飯塚市農産物直売所条例を廃止する条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○農林課長 

 議案書の３４ページをお願いいたします。議案１２１号飯塚市農産物直売所条例を廃止する

条例の補足説明をいたします。この条例にうたっております直売所、庄内直売場は平成１５年

に開設し、現指定管理者庄内ふれあい地域協議会にて運営しております。また、頴田直売所に

つきましては、平成８年に開設し現指定管理者頴田農産物等直売所利用組合で運営となってお

ります。昨年より協議を進めてまいりまして協議が整ったため、それぞれの現在の経営形態、

現在の直売所機能を継続した中で、それぞれの現指定職管理者に貸与するため条例を廃止する

ものでございます。簡単でございますが説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑ありませんか。 

○川上委員 

 貸与するために廃止するということなんですが、現状で悪い理由は何でしょうか。 

○農林課長 

 現状で悪い理由ということですが悪いという考え方はありませんけども、公的な関与を外す

ことにより自由に運営していただき、今後の農業振興の活性化に結びつけていただくため、ふ

れあい市の協議会と協議し、このような形で条例を提案してるものでございます。 

○川上委員 

 農業振興のために公的関与を外すと。あなた方がその農業振興を押さえつけている公的関与

というのは、どういうのがあるんですか。 

○農林課長 

 この直売所というものにつきましては、ここは農産物の直売所でございます。しかしながら、

条例上公的ななんというか、端的に申しますと少し重しがあるというふうにとらえております。

例えば条例にうたっておりますように、開設日や時間等は制約をしておりますし、指定管理の

ときにおいてその契約でやってるわけでございますが、このなんといいますか流通形態も様々

な動きがありますし、農産物の流通販売等においても迅速に対応できるためには自由にやって

いただいて、自主努力でやっていただく分に重きを置いて今後の活動をお願いしたいというふ

うに考えておりますし、それだからといって私どもの農産物の農業の振興をしない、かかわら

ないということでございません。開設以来、地元の農業振興、農産物の販売さらに近年におき

ましては地産地消を積極的に推進してやっていただいておりますので、そういうもの今後、国、

県、農協等含めまして関わっていく所存でございます。 

○川上委員 

 ということは開設日がその条例にうたってあるので利用されてる方たちに重しになるという

ことを言われたんですね。実際の利用者の役に立つように開設日、開設時間をね条例上変えれ

ばいいことじゃないんですか。 

○農林課長 

 やはり言われますとおり、そういう観点からもあろうかと思いますが、やはり自主努力も今

後の農業振興においてはお願いしたいというふうに考えておりますし既にこの両直売所に置き

ましては、利益を上げられておりますので、今回公的な直売所としての関与を外すことによっ

てさらなる利益等の飛躍ができるものと期待してるものでございます。 
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○川上委員 

 まず開設日については答えられなかったけど、条例上を変えればいいことなんでしょ。で、

それもあるけれどもというふうに言われたんだけど、それもあるけど違う話をされましたね。

ということは私が聞いたことについてはそうだというふうに認められたと思うんだけど、違う

んですか。 

○農林課長 

 条例上、開設日、開設時間等を設けなくて自由に使っていくお願いできるというやり方もあ

ろうかと思いますが、公的な施設としての位置づけにおいてはさまざまな制約が出てくる、現

実的にあるものでございますので、その制約が開設時間の条例で縛るものだけでなく市に市長

に承認をもらないとできないということが多数あるわけでございますので迅速に、農業上の振

興のため迅速に対応するためには市の直売所としての条例を廃止し貸与する形で直売所機能を

継続していただくというやり方がベストであるというに考えております。 

○川上委員 

 重しのところについてね、利用者の方々と何度も協議をされてるはずです。その重しをもう

少し具体的にね、こういうものがあってこういうことについては、これについてはこういう協

議をしてこういうことになったと、そういう箇条書的に述べてください。 

○農林課長 

 条例の廃止によって一応普通財産的な無償で貸すということになりまして、自由に運営と場

所を使用していただくということになります。現在何らかのイベントをしたりするときに市の

方に許可を求めなければならないという制約もしておりますし、運営上のなんといいますか地

産地消目的でやっとりますので、地産地消以外の作物を多く入れるときにも市の方に御相談さ

れたりということございますので、中の備品等も市のものがおおくございますのでそういった

ことを無償で貸与してどのように有効的に使っていただきたいということで、直売所自体から

はすべて賛同をいただいてるところでございます。 

○川上委員 

 わかりやすくと思って箇条書的にと言ったけど１つはイベントをやるときに許可を得ないと

いけないと言われましたね。２つ目は地産地消というのが基本なので地元の農産物以外を入れ

たり出したりするには許可が要る、相談がいると言われましたね。あと３つ目は、備品が市の

ものなのでなんと言われましたかね。自由に使えない。そうですか、だから、この三つ言われ

たんだけど許可をとるのにどういう不都合があるんですか。 

○農林課長 

 １つは許可をもらうにはスピード感が、向こうが求められてるのは今日申請されて今日許可

というのはなかなか難しいわけでございますので、自分たちで運営をしてやれば、そういう問

題はないというふうに解釈しておりますし、また公的な施設であるという意味が公的施設の直

売所であるというのが一番の重しだと思っています。 

○川上委員 

 冷静に答えてくださいよ。とにかく公的と名前がつくと重しだと、じゃあほかのところでや

ればいいじゃないですか。そもそもね、あなたの言ってるのは理屈が立たん、全部。お役所は

硬いんですよと重しですよといってるわけだけど、じゃあ緩やかにすればいいじゃないですか。

違いますか。さっきからそれを言ってるんですよ。ではね、もう少し聞きましょうね。そうす

ると、そもそも、なぜ頴田にしろ庄内にしろ公的な立場でね、直売所をつくったんですか。あ

なたはそれはおかしいということ言ってるに等しいですよ、いま言ってるのは。 

○農林課長 

 当初の開設に当たりましては、例えば直売所を建設することにおいて、農産物の流通を活性

化させたり、農家の生産意欲を引き出したり、消費者が求めるものが、生産者と消費者と一致
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することによって、何ていいますか、地域の農産物が売れる地産地消が進むという考え方でこ

の直売所、農産物の販売を拡大すると、生産意欲を上げるということで、この直売所を建設し

たわけでございます。今日に至ってはこの直売所をつくるにあたって旧町が町の施設として建

設をしたわけでございます。しかしながら、こんにちの直売所形態からいきますと農協さんが

もっておられますように、その運営主体が直売所を建設できるという時代でありますし、そう

いった補助金でつくってるわけでございまして、飯塚市としましては、将来に向かっては、自

主的な直売所となっていただきたいということも引き続き協議を進めてまいるわけでございま

すし、今回においては、その一歩としまして市の直売所条例を廃止して、無償で貸与すること

によって今後に繋げていきたいというふうに考えておるわけでございます。 

○川上委員 

 それと、お金を削りたいという行財政改革とどういう関係があるんですか。 

○農林課長 

 毎年の、通年のいわゆるランニングコストにつきましてはそんなに多くの削減は見込めない

わけでございますが、現在市が持っております中の備品と建物については、将来にわたり市の

負担が生じてくるものと考えておりますので、行財政改革の一環という観点からとらえておる

ところでございます。 

○川上委員 

 財政縮減効果が出るんですか。出るなら幾らだと見込んでいますか。算定根拠も含めて示し

てください。 

○農林課長 

 通年、現在の何も修繕とか起こらない場合でお答えさせていただきたいと思います。通年で

何も修繕等が起こらない場合でございましたら、年間４２，０００円ほど両方で出るところで

ございます。 

○川上委員 

 それがあなた方の考える行財政改革ですか。本当ですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １４：１５ 

再 開 １４：１８ 

委員会を再開します。 

○農林課長 

 私のお答えがご理解しにくかったと思います。改めまして、もう一度説明させていただきま

す。この公の施設の中の協議の中で、私どもの所管しておりますこういった施設等におきまし

ては、ご審議を願ってるところでございます。それでこの方針が出た段階で各種団体さん、そ

れを利用されてます方々と協議をさせていただいたところ、この直売所並びもうひとつ、次の

条例でございます加工所につきましては、運営をされてます方々にお考えをお伺いすると協議

が整えば、私どももぜひとも自主的にやりたいというお考えが多くを占めた結果、今日まで協

議を重ねて来まして、私がるるご説明しましたものについては、中でお互いの話し合いで出て

きた結果でございまして、市が一方的に押しつけたというような答弁のし方のほうに思われた

なら訂正させていただきます。ほとんど自主的に自分達からやってみたいというお声のもとに、

協議を進めてきたものでございます。 

○川上委員 

 そんなこと何も聞いてないです。４万２０００円という行革が、効果が本当かと聞いたんで

すよ。どういう計算をしたら、４万２０００円年間で浮くということになるんですか。 

○農林課長 
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 ４万２０００円につきましては、庄内の分でございまして、この計算につきましては現在払

っております市からの火災保険とかを含めた結果の見込額でございます。頴田につきましては

指定管理料を払っておりますので、合計しまして火災保険等を含めまして４万２０００円ほど

効果が出ると、単純な通年の費用の計算でございます。 

○川上委員 

 庄内については市の人件費とかは入っていないでしょうね。 

○農林課長 

 この述べました４万２０００円につきましては、人件費は一切含んでおりません。 

○川上委員 

 そうすると僅かにこれだけの行革効果というか、財政縮減効果を求めてあなたがたは出発し

たわけでしょ。押し付けたとは言っていませんよ別に。ただそれに等しいことを言ってきてい

るでしょう。その中で協議がいろいろ行われてきたんでしょう。それでさっき明確ではなかっ

たんだけど、協議の中身というのはもう少し公的施設なんだけど、スピード感を持ってとさっ

き言われたけど、自由に活用できるようにしてもらいたいということなんでしょう。じゃあ持

っていけということじゃなくて、自分たちのやり方が利用者にとって重しになっているんだっ

たら改善する、そういうことを検討するべきじゃないかと思うんですね。その１つとしては、

設置目的が地産地消を進むようにということなんだから、現実に地産地消が設置からこっちで

すね、年度、年度どういうふうに前進してきておるのか、あるいは後退したのかそういうこと

も検討したでしょ。その数字を述べてください。 

○農林課長 

 農産物を直売所につきましては、それぞれでちょっと述べさせていただきます。庄内農産物

直売所につきましては、地産地消におけます農産物の売上が年々増加しているところでござい

まして、現在当初４千万円ほどの年間売上が、現在で昨年ベースでございますが６７００万円、

７０００万円ベースほどに全体的な売り上げが伸びているところでございます。頴田農産物直

売場につきましては、当初オープン当事は３千万円ほどありましたけども、現在２千万円ほど

に１千万円ほど落ち込んどるのが現状でございます。これの数字の分析につきましては、頴田

農産物直売所につきましては、午前中だけの週、毎日オープンしていないということが原因か

なというふうには分析はしているところでございますが、店の店舗規模等からの比較で、一概

には比較ができないものだというふうには考えております。 

○川上委員 

 頴田と庄内で逆の状況になっているわけですね。処方箋は同じですか。庄内についてはこれ

をするためには、先ほどいったスピード感がないということのであれば、イベントを行う時に

許可がスピード感を持ってとれるようにしたらいいんじゃないんですか。これは庄内から出て

いることなんでしょ。地元の農産物以外を取り扱うときに相談しないといけないというわけで

しょ。きちんと相談していけばいいじゃないですか。備品だって自由に使ってもらえばいいで

しょうも。備品って何のことですか。そういうのは廃止しなくて、市が責任を持って維持管理

しながら自由に使っていただくということで悪いですか。備品って何のことですか。 

○農林課長 

 当初から設置しております陳列棚等でございます。先ほど少し触れさせていただきましたが、

現在は何度も申し上げて申し訳ございませんが、農協の直売所みたいに自主的な運営をされて

るところと同様に、こういった農産物の直売所機能を持てば国の補助金が受けられて、そうい

った施設の補助金が受けられますので、だんだんそういうことに対してふれあい地区協議会に

おいて不利益は被らないと。それよりは、先ほど委員が質問されますように、そういうふうに

許可をすればいいじゃないかと、そういうお話は、協議過程の中で出てきたことでございまし

て、ふれあい市のそれぞれの協議会のほうから自主的にやらせていただきたいという申し出が
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一番大きな要因でございます。 

○川上委員 

 それはあなた方が廃止したいというから、自主的にやらせてもらいたいというリアクション

が出たわけでしょ。基本方針ですもの、廃止は、あなた方の。それで、そういうふうにすると

国の補助金が受けられると言われましたね。具体的にどういうことが検討できるんですか。 

○農林課長 

 現在もここ２、３年農協さんのほうでもやられましたが、陳列棚とか冷蔵庫とかそういうも

のの購入に当たっての補助金が認められるようになっております。当然直売所の建設とかいう

補助金も当然ございます。 

○川上委員 

 よくわかりません。直売所はあるんでしょうも。直売所の建設の補助金を受けられるという

のはどういう意味ですか。また別につくるわけですか。ちょっとどういう意味か説明してくだ

さい。 

○農林課長 

 地産地消を含む農産物直売所につきましては、直売所に対する建設的な補助金と、中に備品

を設置しますですね、冷蔵庫とか陳列棚とかそういった補助金が受けられるということでござ

います。それは、この施設の時はその当事の長が実施主体でありましたが、運営されるところ

の実施主体でも補助金が受けられるということです。 

○川上委員 

 あなた方が貸与しようとしている団体は新たに直売所をつくろうとしているんですか。貸与

は貸与で受けるけど、別につくろうというわけですか。つくるときに国の補助金が来るという

話を今されているわけでしょ。具体的に貸与すると、貸与方式になるとこの団体は国の補助金

が受けられると言ったでしょ。何でそこで手を振るんですか。じゃあ何て言ったわけ。もう一

度答弁してください。 

○農林課長 

 今直営でございますので、市の施設としての直売所、指定管理者で、例えば庄内でございま

したら庄内市ふれあい協議会に運営を指定管理者でやっていただいております。これが現状の

ままでも直売所にかかわる費用の一部、例えば陳列棚とか冷蔵庫につきましては国の補助金が

受けられるようになっております。それが市が実施主体で設けられますし、運営主体の申請で

も受けられるわけでございますが、今回直売所を廃止して、そのまま貸与する形でありまして

も直売所としては残るわけでございますので、国の補助金は従来と変わらず受けられるという

ことでございます。 

○川上委員 

 だから、廃止によるメリットは何もないということをいま答弁されたんですよ。今のままで

も補助金は受けられます。変わっても受けられます。なんてことはないじゃないですか。だか

ら、廃止する必要は何もないということをあなたの答弁はずっと言ってることと同じですよ。

公的施設、悪路みたいな話ですよ。ずうっと聞いていってみたら何も悪いことはない。あなた

方の仕事の仕方が悪いんでしょう。条例が硬直的であれば、柔軟に変えればいいじゃないです

か。スピード感がないのは、あなた方の仕事ぶりが悪いんじゃないんですか。もしそう言われ

るんだったら。スピード感を持った仕事をすればいいじゃないですか。それから備品の利用だ

ってそんな硬いこと言う必要はないでしょ。自由に使えればいいじゃないですか。問題はあな

たが４万２０００円とか言ったけど、これが古くなって建て替えるときに、出費が出るのは嫌

だというふうにずっと答弁してきたじゃないですか。そこにその地産地消を大事にするという

思想とかが欠けてるじゃないかと、貸すから勝手にしてくださいと、民間のルールでやったほ

うがいいんじゃないですかと、国の補助は今でももらえるけど、そっちでももらえるんだから
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と、さっき原田委員がボイラーのことで言ってたのと同じじゃないですか。違うんですか、部

長。 

○経済部長 

 今回の農産物直売所の廃止に関しましては、ただいま農林課長がいろいろと制度上などのご

説明をいたしておりましたが、当初の農産物直売所の設置目的、農林課長がお答えいたしてお

りますとおり、地産地消による地元農産物の販売等を目的といたしまして平成８年に設置をい

たしたものであります。現状を申し上げますと、先ほどこれも農林課長がご答弁申し上げまし

たが、周辺には道の駅を初めとする類似施設が随分と増えてまいりました。そうした状況の中、

こうした施設の利用者も増えてるという現状がございます。これもやはりモータリゼーション

の進捗によりまして、車で魅力のある店に気軽に行けるという状況があるわけでありまして、

ごく最近、大任のほうにできました道の駅にはですね、１日１万人を超えるお客様が押しかけ

ているという状況もございます。こうした状況はあくまでも自由な発想で、新たな戦略を持っ

た経営展開をされているというのが１つ大きな要因にあろうかというふうに思います。現在の

農産物直売所の公が関与しているという状況ではですね、そして自由な発想でそうした店舗に

今後対抗していけるのかというような状況も出てこようかと思います。ところがこれを民のほ

うにすべてお任せをするということになりましたら、そうした相乗効果を求めるような今から

の事業展開も期待できるわけでありまして、いわゆるここの利用者の方々の知恵と今後の経営

如何ではまだまだ伸びるという可能性があるということから、利用者の方々も自分たちでやっ

てみたいというふうにおっしゃっているわけであります。確かに現在の費用対効果ということ

から申し上げますと、少額な数字しか出てまいりません。委員ご指摘のように将来的なハード、

建物に対する維持補修費の負担というものも確かに行財政改革の一環という目的の中には入っ

てるのも事実であります。 

○川上委員 

 今から発言することは討論みたいになるかもしれませんけど、部長の答弁は順番が逆立ちし

てるんですよ。もともと本委員会で皆さんが基本計画か実施計画か出してきたものは、そこか

ら出発してるんですよ。そうだったでしょう。ところがあなた方は利用者の皆さんの意見だと

いうようなことを言いながらね、自分たちの硬直した仕事の仕方、時間のかかる仕事の仕方を

指摘されて、それを改善しようとしないでもう廃止して投げ出すと。そして将来かかるかもし

れない出費を抑えましょうということだけじゃないんですか。だから、そこにはあなた方が本

当に地元の農業振興だとか地産地消を育てるという発想がなくって、むしろいま聞いてますと、

どこかに道の駅を作るのにその直売所があると邪魔になると、直売所があると国土交通省が応

援しないというようなことがないんですか。 

○経済部長 

 ただいまご指摘の点に関しては、まったくございません。 

○川上委員 

 そんなことはないでしょう。国土交通省に協議してないでしょう、道の駅のことについて。

相談したことないでしょう。あります。公的な農産物直売所の存在というのは障害になるんじ

ゃないですか。ほんとは調べていることはないですか。 

○経済部長 

 道の駅の設置等について検討でありますが、こうした農産物直売所が市内に複数ございます。

そうしたものの存続、経営状態の圧迫などに新しい道の駅の設置はつながるだろうという考え

を持っております。でありますから、道の駅の新設については現在のところ検討いたしており

ません。 

○川上委員 

 もう最後述べるだけにしますけれども、やはりTPPの話しもしましたけど、民間の論理だと
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か置いとけばどうにか民間の論理で農業が、食と農業が発展するだろうという発想は、もうだ

めです。社会的に公が関与してきちんと１つひとつ丁寧に育てていくというかね、もう再生さ

せんといかん状況じゃないですか。そういうときに皆さん方のように道の駅ができて人がいっ

ぱい集まったらいいみたいなね、地元の農業が中心になって道の駅が発展するというのが基本

でしょう。そこを忘れてあそこの道の駅、こっちの道の駅というようなことでそれにとっては

障害になるかもしれないものを１つひとつ片づけていこうというふうに考えておられるように

見える。私はおかしいんじゃないかということを最後に述べておきたいと思います。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 議案第１２１号飯塚市農産物直売所条例を廃止する条例案に反対して討論を行います。詳し

くは本会議で述べますが、地産地消、地元農業の振興に必要な公的施設を廃止することは認め

られません。討論を終わります。 

○委員長 

 他に討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２１号 飯塚市農産物直売所条例を廃

止する条例」について原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手 賛成多数 ） 

賛成多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定たしました。次に「議案第

１２２号 飯塚市農産物加工所条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部の補

足説明を求めます。 

○農林課長 

 議案書の３５ページをお願いいたします。議案第１２２号飯塚市農産物加工所条例の一部を

改正する条例の説明をいたします。本条例にうたわれております頴田農産物加工所は平成

１６年に開設し、現指定管理者頴田農産物等加工部によって運営となっております。運営する

母体と協議が整ったため、現在の経営形態機能を継続した中で、現指定管理者に貸与するため

条例を改正するものであります。先ほどの議案１２１号と同じような経過でございますが、特

に申し添えておきますが、この通常四季の里と言いますが、自ら積極的に自由にやりたいとい

う申し出を受けておりました。以上で説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 この議案は庄内の加工所は残すけれども頴田は廃止するということなんですね、なくすとい

うことなんですね。こういう違いが生じたのは、どうしてですか。 

○農林課長 

 本条例にお願いしております頴田農産物直売所につきましては、現指定管理者の頴田農産物

加工部が運営しておりますが、庄内の農産物につきましては直営で管理しておりますので、こ

のような結果になっとるところでございます。 

○川上委員 

 それで庄内を直営で残すのはなぜですか。頴田をなくして、庄内を残すと、どうしてこうい

う違いが生じるんですか。 

○農林課長 
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 頴田につきましては、その加工場を全面的にこの加工部が運営をしております。庄内につき

ましては、直営という言葉を使わせていただきましたが、中にケーキを作ったり、豆腐を作る、

あの部屋ごとに分かれておりますが、それはいま所管しております支所のほうで使用料を取っ

て誰にでもお貸しするということで運営と言いますか、状態が違うわけでございますので、庄

内の加工所につきましては今後引き続き検討が必要というには考えております。 

○川上委員 

 それぞれの利用状況はどうなっておるのか、お尋ねします。 

○農林課長 

 頴田のほうにつきましては加工商品、お弁当とかお菓子とか売られておりますので、その売

り上げでお答えさしていただきます。頴田につきましては昨年の実績で年間９００万円を超え

る売り上げを計上されているところでございます。庄内の農産物加工所につきましては、年間、

年によって違うわけでございますが、６００人から７００人近くの利用者が豆腐、菓子、惣菜

工房ということを使われております。これはあくまでも利用者の人数でございます。 

○川上委員 

 それで今までどおりでどういうことが不都合なんですか。 

○農林課長 

 先ほどの議案と同じような内容になりますけども、自主的に運営をしたいということが一番

大きなこの頴田の農産物加工所、四季の里でございますが、それが一番の大きな要因でござい

ます。 

○川上委員 

 その四季の里が自主的に運営したいと言えば条例廃止して、はいそうですかということにな

るんですね。四季の里というのはどういう団体なんですか。 

○農林課長 

 頴田農産物等加工部という名称でございますが、加工部におきましては地元で組織された組

織でございます。役員が６名で会員は頴田を中心とした地元の生産農家、会員数は１４名とな

っております。 

○川上委員 

 いままでどおりで四季の里の方々がいきなりくれとか言わないでしょう、貸してくれと。改

善してくれというが一番に出てきたんじゃないんですか。こういうことを改善してくれとか、

それはないんですか。 

○農林課長 

 いろんな協議の中で、いろんなお話をしておるところでございますが、改善してくれという

のも確かにありました。それは改善をしておりますし、また今後自由に例えば建物を改造とか

いう自分たちでしたいというようなことの申し出もあっておるところでございます。 

○川上委員 

 今の説明でもですね、理由がよくわからないんだけど、元々さっきから言ってるけど、先の

議案でも言いましたけど、行革から出発してるんですね、話はね。それを上手に隠して説明し

ないんだけど、今回の措置は行革とはどういう関係になりますか。財政縮減効果はあるんです

か、ないんですか。 

○農林課長 

 先ほどの同じような観点からいきますと、通年何も修繕等がなければ通年の１１万ほどの効

果が出とります。 

○川上委員 

 ちょっと落ちついて答弁してくださいよ。１１万というのは、どの施設でどういうことで

１１万というのをね、ちゃんと言っていただけませんか。今１１万と言われても、また聞かな
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いといけないでしょう、本当ですかと、だから理屈立てて答弁してもらえませんか。 

○農林課長 

 ここに通年で使ってる経費につきましては、火災保険料と指定管理料が１１万円、火災保険

料が４０００円でございます。つきまして、引き続き建物は市のものでございますので、指定

管理料の１１万円が経費削減になるということでございます。 

○川上委員 

 あなた方ね、もともと指定管理を導入したとき行革の決定版みたいな言い方してね、引っ張

ってきたんですよ。市が責任を負うべきだと私は思ってきましたけど、納得がいきません。質

問終わります。 

○委員長 

 他に質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１２２号飯塚市農産物加工所条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論しま

す。詳しくは本会議でも述べますけれども、行革から出発して、あなた方の言う行革ですよ、

出発しておきながらまともに財政縮減効果も示せずに、その角度からではない議案提出になっ

ています。賛成することはできません。 

○委員長 

 ほかに討論ありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２２号 飯塚市に農産物加工場条例の

一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手 賛成多数 ） 

賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１２６号 財産の譲渡（旧八木山高原ユースホステル及び旧八木山高原集会

所）」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○商工観光課長 

 議案第１２６号財産の譲渡（旧八木山高原ユースホステル及び旧八木山高原集会所）につき

まして補足説明をいたします。財産の譲渡につきましては、地方自治法第９６条第１項第６号

の規定により議会の議決を求めるため提出するものでございます。議案書４５ページをお願い

いたします。４５ページに議案の内容、４６ページに位置図、４７ページ、４８ページに平面

図を添付させていただいております。恐れ入りますが４５ページにお戻りください。財産の譲

渡の内容につきまして、譲渡をする財産旧八木山高原ユースホステル及び八木山高原集会所所

在地飯塚市八木山１２４０番地１４、構造鉄骨造り２階建て、床面積旧八木山高原ユースホス

テル９３７．４０㎡、旧八木山高原集会所５７７．０８㎡、譲渡の相手方は福岡県飯塚市潤野

２７５番地１４ＮＰＯ法人青少年体験教育活動協会理事長 大賀義勝であります。今回の譲渡

にあたり土地については有償、建物については無償により譲渡することとしております。旧八

木山高原ユースホステル及び旧八木山高原集会所につきましては、公の施設等あり方に関する

実施計画の中で平成２１年度に廃止し民間移譲と決定されておりましたので、昨年９月議会に

おいて議決をいただき、公の施設としての用途を廃止しているところでございます。実施計画

の中で委譲にあたっては、八木山地区の恵まれた自然環境を活かした中で地域活動に結びつく

ような利用目的を持った譲渡先を選定することが規定されておりましたので、ユースホステル

を継続することを前提に飯塚市公有財産有効利活用等検討会議等において検討し、譲渡先をＮ

ＰＯ法人青少年体験教育活動協会とし、建物は無償譲渡、土地は有償譲渡といたしたいと考え
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ております。今回、建物を無償譲渡する理由といたしましては、ユースホステル、集会所等の

建物を有償譲渡した場合、国への補助金の返還義務が生じますので、譲渡目的の主旨を十分に

検討し、無償譲渡とすることといたしました。以上、簡単ではございますが飯塚市財産の譲渡

についての補足説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明は終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 ユースホステルを継続することを条件にしたのはなぜですか。 

○商工観光課長 

 先ほど申しましたように、八木山地区の恵まれた自然環境を生かした中で、地域活動に結び

ついていくような利活用が望めるということで継続を前提とした話をさせていただいておりま

す。 

○川上委員 

 あなた方は、当委員会で私が八木山の高原ユースホステルがそれ自身が非常に重要というだ

けではなくって、九州全体の中でも、全国的にも非常に重要な位置を占めているんだというこ

とを強調しても、うんと言わなかったでしょう。廃止するということで、廃止強行しましたね。

今回なぜユースホステルを継続することを条件にしたのか、そういう意味で聞いてるんです。 

○商工観光課長 

 ユースホステルの重要性につきましては、今委員がおっしゃったとおり重要な位置づけの施

設だというふうに考えております。ただ、この八木山高原ユースホステルにつきましては、昭

和４２年４月１日の開設ということで当時と社会情勢等が非常に大きく変化してる中で、民間

でできる分につきましては民間、民間活力の導入ということで、今回そういう形の民間の継続

をお願いしている次第でございます。 

○川上委員 

 ユースホステルが本市に、八木山にとっては必要だと、重要だという認識をもつに至ったわ

けですね。それは歓迎です。譲渡条件についてですけれども、土地有償と言われました。これ

は、どのくらいの広さがあってどれくらいのお金を考えておるのか伺います。 

○商工観光課長 

 本日配付されました委員会資料の最後の１１ページを見ていただきたいと思います。その下

段の方に敷地つきまして、土地６，４１８．５４㎡財産審議会の金額としまして、１１０３万

９８８８円を予定しております。 

○川上委員 

 建物については、返還が生ずるので無償としたいということだったんですが、返還金は幾ら

ですか。 

○商工観光課長 

 同じく１１ページの資料の上段でございますが、建物の鑑定評価が合計で１１１１万

７０００円になっております。補助金の残存価格が１５２６万８０８５円で、有償そして返還

をした場合、市の持ち出しが４１５万１０８５円生ずるという形になります。 

○川上委員 

 こうして考えるにですね、土地を売って１０００万円収入額ができますということになるの

かもしれないけれども、本市のまちづくりというか、長期的な振興、発展の展望から言えばで

すね、ユースホステルの重要性はもう認識するに至ったわけですから、一旦廃止した条例を起

こし直して、市のユースホステルとして、市が責任を持つ公営のユースホステルとして、委託

しても構いませんよ、その専門家に、ということで条例立て直して出直す考えはありませんか。 

○商工観光課長 
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 先ほども答弁いたしましたように、民間活力の導入ということで八木山地区の開発等を行っ

ていただければと思っております。幸いにも、本年まだ具体的な組織はなっておりませんが、

八木山地区の民間事業者等が八木山地区の活性化に向けた取り組みの動きがございますので、

この中にこのユースホステルも加入していただいて、行政も支援しながら地域の活性化に努め

てまいりたいと考えております。 

○瀬戸委員 

 この補助金の件なんですが、補助金残存価格がユースホステルの方はゼロですね。八木山高

原集会所というのが１５００万あるんですが、これは両方とも対になってるんですか。別々で

補助金は返還しなくてはいけないのか、それとも一対になって、どっちかがゼロだけど、でき

ないということがあるんですか。 

○商工観光課長 

 今委員おっしゃいました施設につきましては、別々の整備をしておりますので、補助金につ

きましては高原集会所だけになりますが、この施設は一体的な運営をしておりますので、今回

の譲渡といいますか、利活用につきましては一体的な中でしたいということで、こういう形で

提案をさせていただいとります。 

○瀬戸委員 

 それは承知できんよ。４１９万あるわけでしょう、まだ残存価格が。それはそれなりに買っ

てもらわんと、これはなぜＮＰＯ法人青少年体験育成活動協会、これ入札すればいいじゃない

ですか。公募して入札すれば、もっと高く買うところもあるんやないですか。絶対、青少年体

験教育活動協会が八木山に対して相当な何か今から先この施設を使ってね、発展をさせるとか

大きな目的があるならいいけど、例えば土地は計算したら坪当たり５６８５円ですよ。なんか

ダイヤ機械を思い出すんですけどね。こういうことではいかんでしょう。ちゃんと公募して入

札すればいいじゃないですか。公募して、募集してちゃんと売ればいいじゃないですか。行革

のためにやるんでしょう。そしたら高く売れれば、少しでも高く売れたほうがいいでしょうも。

何で簡単にすぐ無償譲渡ばかりするわけ。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １５：００ 

再 開 １５：０１ 

 委員会を再開いたします。 

○商工振興課長 

 失礼しました。先ほど言いましたようにユースホステルにつきましては昭和４２年4月１日

設置、八木山高原集会所につきましては、平成２年の４月1日開設ということで、補助金の残

存価格につきましては高原集会所の方だけに残っているわけでございますが、建物は別でござ

いますが、別といいますか別々の建設でございますが、八木山地区の発展ということでユース

ホステルに併設して増設した経緯もございますので、この財産の処分につきましては一体的な

やり方を考えております。先ほど申しましたように八木山地区の自然を生かした地域活性化に

結び付けるということで、ユースホステルの継続を前提とした中で、このＮＰＯ法人の方は九

州地区のペアレント協会の会員であり、昨年まで市が委託しておりました運営の実施主体とい

うことも含めまして、こちらの方に譲渡ということで考えております。 

○瀬戸委員 

 だから今答弁された通り、ユースホステルはユースホステル、集会所は集会所で、ユースホ

ステルは残が、補助金はゼロなんでしょう。だから八木山高原集会所はまだ補助金が残ってる

と、だからこれを対になってじゃないと４１９万２千円ですか、その分は補助金がないけど、

これを有償で売ったらこちらの補助金も返さないかんというようなことですか、対になってる
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んですか。 

○商工振興課長 

 １１ページの資料を見ていただきたいと思うんですが、この中で今委員おっしゃいましたよ

うに、ユースホステルにつきましては評価額４００万円で補助金残存価格はございません。た

だ高原ホテルについては６００万円でございますが、補助金の残存価格が１５００万というこ

とになりますので、単独でするという場合でもその辺は国の方に協議が必要ですが、一体的と

いうことになりますと８００万の返還等も生じるおそれがございますので。そして建物自体は

先ほど言いましたとおり増築というような形で建設していますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○瀬戸委員 

 それはご理解いくもんか、ユースホステルと高原集会所は全然ちがうやん、集会所は八木山

ゴルフ場の中にあるやんね。ユースホステルは手前やろうもん、違うと。場所が違うと。（一

緒のところにあるという声あり）もう一つの集会所はなんね、ゴルフ場の中にあるんは。あれ

違うの、そうやろね、おかしいと思いよった。場所が違う、横にあるわけね。それはわかった。

じゃあね、今言うようにユースホステルが０じゃないですか、補助金は。例えばユースホステ

ルだけをもう有償で売りますといったときは八木山高原は売りませんと、扱いませんとなった

ときは、このユースホステルだけ考えたらいわゆる有償で売っても補助金返さなくていいわけ

でしょ。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １５：０５ 

再 開 １５：１０ 

 委員会を再開いたします。 

○瀬戸委員 

 よく理解できました。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１２６号財産の譲渡（旧八木山高原ユースホステル及び旧八木山高原集会所）に

ついて反対の立場から討論します。質疑、答弁を通じて、執行部が八木山にユースホステルが

必要だという認識に立たれたことについては非常に大事なことだというふうに思います。青少

年の健全育成や観光にとっても大事なことだというふうに思うんですね。そうであれば、ある

ほど市がきちんとまちづくりの施策の中に位置づけて、公営ユースホステルとして発展させる

べきだと考えるわけです。条例を起こしてその方向をたどるべきであって、財産を処分するこ

とについては賛成できません。討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２６号 財産の譲渡（旧八木山高原

ユースホステル及び旧八木山高原集会所）」について、原案のとおり可決することに賛成の委

員は挙手願います。 

（挙手・賛成多数） 

賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：１２ 

再 開 １５：１５ 

委員会を再開いたします。 

次に、「請願第１９号 飯塚市立小学校・中学校再編整備計画に関する請願」を議題といた

します。 

お諮りいたします。本請願は慎重に審査するということで、継続審査といたしたいと思いま

すがご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本請願は継続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、公共施設等のあり方に関する調査特別委員会を閉会いたします。 


